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鈴
木
三
公
に
よ
る
天
草
復
興
政
策

中 

村　

友 

輝

キ
ー
ワ
ー
ド
：
鈴
木
三
公
（
重
成
・
重
辰
・
正
三
）
／
天
草
／
近
世
前
期
／
小
農
自
立

は
じ
め
に

一
六
三
七
（
寛
永
一
四
）
年
一
〇
月
、
島
原
・
天
草
地
方
に
て
キ
リ
シ
タ
ン
の
少
年
益
田
四
郎
時
貞
を
首
領
と
す
る
大
規
模
な
一
揆
が

発
生
し
た
。
島
原
・
天
草
一
揆
と
も
島
原
の
乱
と
も
称
さ
れ
る
こ
の
一
揆
は
現
地
の
キ
リ
シ
タ
ン
を
多
数
巻
き
込
み
、
両
地
域
の
領
主
に

対
し
て
激
し
く
抵
抗
し
た
。
一
揆
は
幕
府
軍
の
総
攻
撃
に
よ
っ
て
鎮
圧
さ
れ
、
凄
惨
な
結
末
を
迎
え
た
。
両
地
域
は
甚
大
な
被
害
を
蒙
っ

た
た
め
に
、
か
つ
て
の
姿
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。

本
稿
で
は
、
荒
廃
地
（
亡
所
）
と
化
し
た
両
地
域
の
う
ち
、
幕
府
領
と
な
っ
た
天
草
の
復
興
を
担
っ
た
初
代
天
草
代
官
鈴
木
三
郎
九
郎

重
成
（
一
五
八
八
（
天
正
一
六
）
年
―
一
六
五
三
（
承
応
二
）
年
）
と
、
そ
の
後
継
者
で
、
二
代
代
官
と
な
る
鈴
木
伊
兵
衛
重
辰
（
一
六

〇
七
（
慶
長
一
二
）
年
―
一
六
七
〇
（
寛
文
一
〇
）
年
）、
そ
し
て
、
彼
ら
の
親
類
で
天
草
に
来
島
し
、
民
衆
教
化
の
任
を
引
き
受
け
た
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曹
洞
宗
の
僧
侶
鈴
木
正
三
（
一
五
七
九
（
天
正
七
）
年
―
一
六
五
五
（
明
暦
元
）
年
）
の
三
者
）
1
（

（
以
下
「
鈴
木
三
公
」）
に
よ
る
天
草
復

興
政
策
、
す
な
わ
ち
「
亡
所
開
発
仕
置
」
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。

幕
府
旗
本
で
あ
る
鈴
木
重
成
は
天
草
の
復
興
に
尽
力
し
、
後
に
名
代
官
の
評
価
を
受
け
た
だ
け
で
な
く
、
現
地
に
鈴
木
神
社
が
建
立
さ

れ
、
正
三
及
び
重
辰
と
と
も
に
合
祀
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。
彼
に
つ
い
て
の
研
究
は
地
元
の
郷
土
史
家
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
く
、
そ

の
顕
彰
が
重
成
研
究
の
中
心
と
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
事
績
の
再
検
討
の
余
地
が
あ
る
。
全
国
的
な
視
野
か
ら
な
さ
れ
た
研
究
と
し
て

は
、
代
官
研
究
で
著
名
な
村
上
直
氏
に
よ
る
も
の
が
あ
る
）
2
（

。
重
成
の
研
究
が
進
展
し
て
い
る
一
方
、
重
辰
に
関
す
る
研
究
は
数
少
な
い
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
も
解
決
す
べ
き
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
儒
者
の
登
用
や
二
種
の
「
鈴
木
伊
兵
衛
条
令
」
に
つ
い
て
は
、
更
な
る
研
究

が
必
要
で
あ
る
。
鈴
木
正
三
は
各
人
の
職
業
労
働
が
仏
道
修
行
に
な
り
得
る
と
説
い
た
人
物
と
し
て
著
名
で
あ
る
。
こ
の
教
説
は
職
分
仏

行
説
と
称
さ
れ
、
近
世
思
想
史
上
で
も
特
筆
す
べ
き
項
目
に
位
置
付
け
ら
れ
る
。
初
め
て
彼
に
思
想
家
と
し
て
の
積
極
的
な
評
価
を
加
え

た
中
村
元
氏
は
正
三
の
思
想
を
西
欧
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
と
比
較
し
、
正
三
の
思
想
が
日
本
の
近
代
化
に
寄
与
し
た
と
主
張
し

た
）
3
（

。
一
方
、
倉
地
克
直
氏
は
正
三
の
思
想
が
幕
藩
体
制
を
擁
護
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
機
能
し
て
い
た
と
主
張
す
る
）
4
（

。
両
者
は
と
も

に
『
万
民
徳
用
』
で
説
か
れ
る
職
分
仏
行
説
に
着
目
す
る
。
最
近
の
研
究
と
し
て
は
、
三
浦
雅
彦
氏
に
よ
る
も
の
が
あ
り
、
史
料
批
判
を

徹
底
し
て
通
説
の
再
検
討
を
行
っ
て
い
る
）
5
（

。

鈴
木
三
公
が
活
躍
し
た
近
世
前
期
は
新
田
開
発
が
進
ん
だ
結
果
、
農
業
生
産
の
増
加
と
小
農
（
小
百
姓
）
の
自
立
化
が
進
ん
だ
時
代
で

あ
っ
た
。
小
百
姓
が
農
村
の
基
盤
と
な
る
社
会
が
形
成
さ
れ
、
そ
の
一
方
で
、
寛
永
の
飢
饉
や
島
原
・
天
草
一
揆
が
発
生
す
る
な
ど
、
危

機
に
直
面
し
た
時
代
で
も
あ
っ
た
。
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
開
発
可
能
な
土
地
も
減
少
し
、
農
業
の
生
産
性
そ
の
も
の
も
求
め
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
当
時
の
幕
藩
領
主
は
こ
う
し
た
社
会
構
造
の
変
化
に
対
応
し
た
統
治
を
展
開
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
ず
、
体
制
維
持
の
た

め
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
被
支
配
者
層
に
対
し
干
渉
・
統
制
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
危
機
に
対
峙
し
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
と
連
動
す
る
よ
う
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に
、
当
時
の
宗
教
界
も
対
応
を
迫
ら
れ
、
身
分
制
社
会
を
受
容
し
、
自
立
し
た
小
百
姓
経
営
を
下
支
え
す
る
よ
う
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
求

め
ら
れ
て
い
っ
た
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
先
行
研
究
を
踏
ま
え
て
鈴
木
代
官
時
代
（
一
六
四
一
（
寛
永
一
八
）
年
―
一
六
六
四
（
寛
文
四
）
年
）
の
三
公
に

よ
る
天
草
復
興
政
策
（
亡
所
開
発
仕
置
）
に
つ
い
て
検
討
し
、
通
説
の
見
直
し
、
異
な
る
視
点
か
ら
の
解
釈
・
評
価
を
提
示
し
た
い
。
彼

ら
に
よ
る
一
連
の
政
策
が
同
時
代
の
全
国
的
な
政
治
史
・
経
済
史
・
宗
教
史
の
三
つ
の
潮
流
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る

か
、
そ
れ
ら
の
潮
流
が
い
か
な
る
関
係
に
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
考
察
し
、
近
世
前
期
の
社
会
の
動
態
を
総
合
的
に
解
明

し
た
い
。

第
一
章　

鈴
木
重
成
の
亡
所
開
発
仕
置

第
一
節　

一
揆
終
結
後
の
天
草
と
重
成
の
諸
政
策

一
六
三
七
（
寛
永
一
四
）
年
に
勃
発
し
た
島
原
・
天
草
一
揆
は
翌
年
、
老
中
松
平
伊
豆
守
信
綱
率
い
る
幕
府
軍
の
総
攻
撃
を
受
け
、
拠

点
の
原
城
が
陥
落
し
た
。
信
綱
は
一
揆
後
の
島
原
・
天
草
を
巡
見
し
た
後
、
両
地
域
を
去
っ
た
。
ど
ち
ら
も
大
い
に
荒
廃
し
、
人
口
は
激

減
し
て
い
た
。

こ
の
戦
い
に
従
軍
し
て
い
た
鈴
木
三
郎
九
郎
重
成
は
そ
の
後
も
高
力
摂
津
守
忠
房
領
と
な
っ
た
島
原
や
山
崎
甲
斐
守
家
治
領
と
な
っ
た

天
草
に
留
ま
り
、
戦
後
処
理
・
復
興
に
従
事
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
一
六
四
一
（
寛
永
一
八
）
年
に
重
成
が
正
式
に

天
草
代
官
に
任
命
さ
れ
る
ま
で
島
原
及
び
天
草
で
は
「
二
重
統
治
」
の
状
態
が
続
い
た
と
さ
れ
て
お
り
、『
重
成
重
辰
史
料
集
』
で
は
こ

の
時
期
（
一
六
三
九
（
寛
永
一
六
）
年
―
四
一
（
同
一
八
）
年
）
の
重
成
を
荒
廃
地
開
発
の
「
特
命
代
官
」
だ
っ
た
と
結
論
付
け
て
い

3



る
）
6
（

。
ま
た
、
そ
の
後
も
一
六
四
六
（
正
保
三
）
年
の
段
階
で
「
代
官
」
と
し
て
重
成
は
島
原
に
お
け
る
復
興
政
策
に
引
き
続
き
従
事
し
て

い
た
こ
と
も
史
料
か
ら
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
）
7
（

が
、
島
原
統
治
に
関
す
る
史
料
は
稀
少
で
、
詳
細
は
把
握
し
え
な
い
。

一
揆
終
結
直
後
の
天
草
の
支
配
に
つ
い
て
、
特
筆
す
べ
き
は
松
平
信
綱
が
一
六
三
八
（
寛
永
一
五
）
年
四
月
五
日
付
で
小
倉
に
て
発
し

た
十
箇
条
の
定
め
書
【
史
料
一
】
で
あ
ろ
う
）
8
（

。

【
史
料
一
】「
嶋
原
合
戦
首
帳
」（
内
閣
文
庫
蔵
）

　
　
　
　

定

一
、
寺
社
方
並
町
人
百
姓
以
下
如
前
々
居
住
の
事

一
、 

天
草
領
の
内
亡
所
之
田
地
望
次
第
、
当
作
ハ
田
畑
共
ニ
作
取
ニ
申
付
、
其
名
田
末
代
迄
可
為
作
人
の
間
、
望
の
百
姓
ハ
有
付
可

申
候
事
、

一
、
隣
国
隣
郷
よ
り
掛
落
の
百
姓
か
く
し
置
候
者
可
為
曲
事
事
、

一
、
未
進
の
分
可
捨
破
事
、

一
、
未
進
方
ニ
取
遣
男
女
、
未
進
同
前
ニ
可
捨
破
事
、

一
、 

吉
利
支
丹
宗
門
弥
堅
御
法
度
の
儀
ニ
候
間
、
宗
門
弐
成
申
儀
ハ
不
及
申
、
吉
利
支
丹
宗
の
者
ニ
宿
借
申
儀
も
勿
論
、
出
入
仕
候

共
可
為
曲
事
事
、

　

附　

吉
利
支
丹
宗
門
の
者
於
有
之
者
、
訴
人
可
仕
従
御
公
儀
御
褒
美
可
被
下
候
、
隠
し
置
候
ハ
、
本
人
同
前
ニ
可
為
曲
事
事
、

一
、
竹
木
み
た
り
弐
不
可
代
採
事
、

一
、
不
可
押
買
狼
藉
之
事
、

4
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一
、
人
売
買
停
止
の
事
、

一
、
当
島
中
ニ
無
主
者
ニ
一
切
宿
借
し
置
申
間
敷
事
、

　

右
可
相
守
此
旨
者
也
、
仍
執
達
如
件
、

　
　
　

寛
永
十
五
年
戊
寅
年
四
月
五
日

こ
れ
に
よ
っ
て
天
草
の
統
治
方
針
の
大
枠
が
決
定
さ
れ
た
。
実
際
に
鈴
木
代
官
が
実
行
に
移
す
政
策
も
史
料
中
に
何
点
か
記
載
さ
れ
て

い
る
が
、
こ
の
書
状
が
作
成
さ
れ
た
経
緯
な
ど
は
明
ら
か
で
な
い
。
小
倉
で
決
定
さ
れ
た
こ
の
方
針
の
策
定
に
あ
た
り
、
重
成
が
ど
れ
ほ

ど
関
与
し
た
か
は
不
明
だ
が
、
老
中
の
信
綱
に
よ
り
定
め
書
が
発
せ
ら
れ
た
こ
と
や
、
そ
の
当
時
重
成
が
島
原
に
滞
在
中
で
あ
る
可
能
性

が
高
い
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
重
成
が
こ
の
方
針
決
定
に
介
入
す
る
余
地
は
な
い
。

さ
て
、
こ
の
時
期
の
天
草
支
配
を
担
っ
て
い
た
の
は
山
崎
家
治
だ
が
、
彼
の
後
世
の
評
価
は
芳
し
く
な
い
。
彼
は
支
配
拠
点
の
富
岡
城

の
修
復
・
拡
張
に
専
念
し
て
お
り
、
領
主
と
し
て
の
威
厳
を
保
つ
こ
と
を
優
先
し
て
い
た
。
家
治
は
「
帆
役
・
塩
浜
・
山
方
一
切
の
事
、

志
摩
守
殿
御
代
の
通
り
に
相
成
り
候
）
9
（

」
と
あ
る
よ
う
に
、
先
代
の
寺
沢
氏
（
志
摩
守
）
の
統
治
を
踏
襲
し
、
ほ
と
ん
ど
民
政
の
変
革
に
は

着
手
せ
ず
、
天
草
の
復
興
を
見
る
こ
と
な
く
丸
亀
へ
移
封
さ
れ
た
。

当
時
の
天
草
の
石
高
は
一
揆
終
結
後
に
山
崎
家
治
か
ら
老
中
の
酒
井
讃
岐
守
忠
勝
に
送
ら
れ
た
書
状
）
10
（

に
詳
し
い
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
天

草
の
石
高
は
全
体
で
「
三
万
七
四
〇
六
石
二
斗
四
升
」（
田
畑
分
だ
け
で
な
く
桑
、
茶
、
浦
方
の
物
成
を
含
む
）
と
な
り
、
そ
の
う
ち

「
八
七
三
二
石
一
斗
一
升
二
合
」
が
「
亡
所
分
」
と
な
る
。
こ
れ
は
全
体
の
約
二
三
％
で
あ
り
、
当
年
の
収
穫
荒
と
合
計
す
る
と
全
体
の

約
三
二
％
が
荒
廃
し
た
状
態
で
あ
る
。
天
草
の
人
口
が
一
揆
前
後
で
激
減
し
た
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、
こ
れ
は
現
実
味
の
あ
る
数
値
で

あ
る
。
当
然
な
が
ら
荒
廃
地
に
は
年
貢
は
賦
課
さ
れ
ず
、
残
り
の
耕
作
地
も
「
三
ツ
二
リ
ン
」（
三
〇
・
二
％
）
と
低
い
年
貢
賦
課
率
と

5



な
っ
た
。
ま
た
、
荒
廃
状
況
に
は
地
域
差
が
あ
り
、
無
人
の
地
と
な
っ
た
地
域
で
は
、
残
っ
て
い
た
僅
か
な
百
姓
に
年
貢
免
除
が
言
い
渡

さ
れ
て
い
る
）
11
（

。

一
六
四
〇
（
寛
永
一
七
）
年
、
天
草
が
幕
府
領
と
な
り
、
重
成
が
翌
年
に
正
式
に
天
草
代
官
と
な
る
と
、
そ
の
直
後
か
ら
様
々
な
改
革

が
実
行
に
移
さ
れ
た
。
重
成
が
行
っ
た
政
策
で
著
名
な
も
の
と
し
て
移
民
の
誘
致
が
あ
る
。
一
揆
発
生
時
に
肥
後
藩
や
薩
摩
藩
に
逃
散
し

た
百
姓
が
多
数
い
た
こ
と
が
判
明
し
て
お
り
、
寺
沢
堅
高
や
山
崎
家
治
は
彼
ら
の
返
還
交
渉
を
周
辺
諸
藩
と
行
っ
て
い
た
）
12
（

。
人
口
の
減
少

数
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
り
、
二
万
五
〇
〇
〇
人
だ
っ
た
人
口
が
約
三
〜
六
割
減
少
し
た
と
さ
れ
る
）
13
（

。
ま
た
、
一
揆
終
結
後
も
天
草
を
離
れ

る
百
姓
が
相
次
ぎ
）
14
（

、
為
政
者
に
と
っ
て
も
人
口
の
減
少
は
悩
み
の
種
で
あ
っ
た
。

移
民
の
誘
致
は
こ
の
状
況
を
打
開
す
る
た
め
に
実
施
さ
れ
た
。【
史
料
一
】
の
定
め
書
の
第
二
箇
条
に
見
え
る
よ
う
に
、
亡
所
と
な
っ

た
土
地
の
耕
作
が
認
め
ら
れ
、
当
面
の
間
は
新
規
開
墾
地
が
年
貢
免
除
と
さ
れ
た
）
15
（

の
も
そ
の
一
環
で
あ
る
。
ま
た
、
亡
所
以
外
の
耕
地
も

山
崎
氏
時
代
か
ら
年
貢
賦
課
率
が
極
度
に
低
く
設
定
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
）
16
（

。

こ
う
し
た
一
連
の
政
策
の
結
果
、
近
隣
地
域
か
ら
百
姓
が
流
入
し
、
減
少
し
て
い
た
人
口
は
回
復
の
兆
候
を
見
せ
始
め
た
。
重
成
も
隣

の
肥
後
藩
と
協
議
し
て
「
甲
斐
守
殿
こ
と
く
ニ
可
有
沙
汰
）
17
（

」
と
し
て
山
崎
氏
時
代
よ
り
続
く
天
草
か
ら
逃
散
し
た
百
姓
の
返
還
交
渉
を
継

続
し
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
以
前
の
人
口
回
復
ま
で
は
見
込
め
な
か
っ
た
）
18
（

。
そ
こ
で
、
幕
府
は
百
姓
の
自
然
流
入
や
百
姓
の
返
還
交
渉
の

結
果
に
依
存
し
な
い
た
め
に
も
、
周
辺
諸
藩
と
の
関
係
を
考
慮
し
て
、
一
六
四
二
（
寛
永
一
九
）
年
に
肥
後
藩
な
ど
西
国
諸
藩
に
移
民
令

を
発
し
、
強
制
的
な
移
民
を
命
じ
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
肥
後
藩
や
薩
摩
藩
か
ら
数
百
人
規
模
の
移
民
が
天
草
に
来
島
し
た
）
19
（

。
天
草
周
辺
部
の
み
な
ら
ず
、
西
日
本
各
地
か
ら
の

移
民
も
あ
っ
た
）
20
（

。
移
民
政
策
は
以
後
五
〇
年
程
続
け
ら
れ
、
彼
ら
に
よ
る
開
発
が
進
め
ら
れ
た
。
天
草
全
体
の
人
口
は
一
揆
終
結
後
二
〇

年
の
一
六
五
八
（
万
治
元
）
年
の
記
録
に
よ
る
と
一
万
六
〇
〇
〇
人
で
あ
る
）
21
（

。
一
揆
前
の
二
万
五
〇
〇
〇
人
に
比
べ
れ
ば
、
人
口
の
回
復

6
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に
相
当
な
時
間
を
要
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
後
、
天
草
の
人
口
は
増
加
の
一
途
を
た
ど
り
、
一
六
九
一
（
元
禄
四
）
年
に
は
三
万
八

三
〇
〇
人
に
達
す
る
。
天
草
は
、
日
本
全
体
の
人
口
が
停
滞
し
始
め
る
一
八
世
紀
以
降
）
22
（

も
増
加
が
持
続
す
る
と
い
う
特
殊
な
傾
向
を
み
せ

て
い
く
。

重
成
は
改
革
の
一
環
と
し
て
在
地
支
配
方
式
の
整
備
も
行
っ
た
と
さ
れ
る
。
彼
は
寺
沢
氏
時
代
の
三
郡
代
制
を
廃
止
し
、
天
草
を
十
組

に
分
割
し
て
そ
の
下
に
村
を
置
い
た
。
各
組
に
は
大
庄
屋
が
置
か
れ
た
が
、
こ
の
大
庄
屋
の
職
務
は
多
岐
に
及
び
）
23
（

、
数
―
十
数
か
村
を
束

ね
て
い
た
の
で
、
彼
ら
が
武
士
身
分
の
者
が
少
な
い
天
草
の
広
域
支
配
を
部
分
的
に
肩
代
わ
り
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
結
果
的
に
彼
ら
が

近
世
天
草
の
歴
史
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
こ
と
と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
重
成
の
手
で
天
草
は
一
六
四
一
（
寛
永
一
八
）
年
一
町
十
組
八
六
か
村
に
再
編
成
さ
れ
た
、
と
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
、

こ
の
制
度
の
完
成
が
重
辰
の
代
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
）
24
（

。
一
六
四
六
（
正
保
三
）
年
の
「
肥
後
国
郷
牒
」
で
天
草
は
依
然
と
し
て
一
二
二

か
村
の
ま
ま
で
あ
り
、
重
成
が
在
地
支
配
方
式
を
再
編
し
た
と
す
る
通
説
は
覆
る
。
重
成
の
時
代
に
お
い
て
行
政
の
再
編
が
ど
の
程
度
ま

で
進
展
し
た
か
は
定
か
で
な
い
。
重
成
や
重
辰
の
再
編
成
の
意
図
も
不
明
確
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
関
し
て
村
の
規
模
を
均
等
化
さ
せ
る
意

図
が
あ
っ
た
と
の
説
が
出
さ
れ
て
い
る
）
25
（

。

行
政
の
再
編
・
移
民
の
誘
致
・
寺
院
の
復
興
等
が
重
成
の
治
績
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
政
策
も
実
行
し
て
い
る
。
島

原
・
天
草
一
揆
を
契
機
に
幕
府
は
鎖
国
政
策
を
加
速
し
、
そ
れ
と
連
動
し
て
外
国
船
の
監
視
体
制
を
全
国
的
に
整
備
さ
せ
た
。
一
六
四
一

（
寛
永
一
八
）
年
に
重
成
が
遠
見
番
所
や
烽
火
場
、
唐
通
詞
を
設
置
・
配
備
し
た
の
も
そ
の
一
環
で
あ
る
）
26
（

。
こ
れ
は
、
天
草
が
長
崎
に
も

近
く
、
外
国
船
の
往
来
が
多
い
た
め
で
あ
る
。

重
成
は
医
療
政
策
に
も
着
手
し
た
。
一
六
四
八
（
慶
安
元
）
年
に
は
村
に
医
者
を
派
遣
し
て
お
り
、
彼
ら
に
医
書
も
渡
し
て
い
る
）
27
（

。
ま

た
、
同
年
に
天
草
四
箇
本
寺
（
国
照
寺
・
東
向
寺
・
円
性
寺
・
崇
円
寺
）
に
医
書
及
び
薬
学
書
を
配
布
し
て
お
り
）
28
（

、
重
成
が
医
療
体
制
を

7



整
備
し
て
い
る
様
子
が
分
か
る
。

漁
業
や
海
運
業
関
連
政
策
と
し
て
は
、
一
六
四
五
（
正
保
二
）
年
に
天
草
郡
中
の
七
か
浦
を
定
浦
に
指
定
し
た
。
指
定
さ
れ
た
定
浦
で

は
漁
民
が
役
人
の
運
航
業
務
や
負
担
金
提
供
な
ど
、
種
々
の
義
務
を
負
担
し
、
そ
れ
と
引
き
換
え
に
彼
ら
に
は
漁
業
権
が
与
え
ら
れ
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
浦
に
よ
っ
て
は
広
域
な
権
益
を
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
た
だ
し
、
一
六
四
七
（
正
保
四
）
年
に
定
浦
で
な
い
楠
浦
村
に

お
い
て
運
上
銀
が
課
さ
れ
て
い
る
事
例
や
翌
年
に
同
じ
く
定
浦
で
な
い
大
池
村
で
課
税
が
あ
っ
た
事
例
が
確
認
さ
れ
て
い
る
）
29
（

。
行
政
機
構

の
再
編
と
同
様
、
定
浦
制
が
重
成
の
時
代
に
整
備
さ
れ
た
と
す
る
通
説
に
は
疑
問
が
残
る
。

復
興
の
任
を
受
け
、
天
草
を
統
治
し
た
重
成
で
あ
っ
た
が
、
そ
も
そ
も
の
一
揆
の
原
因
に
は
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
の
問
題
と
並
ん
で
寺

沢
氏
に
よ
る
過
剰
な
収
奪
が
あ
っ
た
。
実
態
に
そ
ぐ
わ
な
い
石
高
設
定
に
よ
り
、
百
姓
の
不
満
は
頂
点
に
達
し
て
い
た
の
だ
。
こ
の
問
題

を
解
決
す
る
た
め
、
天
草
の
設
定
石
高
を
半
減
さ
せ
、
百
姓
の
負
担
を
軽
減
さ
せ
よ
う
と
幕
府
上
層
部
に
訴
え
か
け
た
が
、
尽
力
空
し
く

そ
の
提
案
は
却
下
さ
れ
た
。
一
六
五
三
（
承
応
二
）
年
一
〇
月
一
五
日
、
再
三
に
わ
た
る
請
願
も
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
彼
は
江

戸
で
そ
の
生
涯
を
終
え
た
。
そ
の
死
に
つ
い
て
は
謎
が
多
く
、
幕
府
に
訴
え
る
た
め
に
自
刃
し
た
と
す
る
伝
承
ま
で
残
る
。

た
だ
し
、
こ
の
伝
承
は
誇
張
さ
れ
た
部
分
が
多
く
、
検
証
が
進
む
に
つ
れ
て
「
石
高
半
減
」
も
重
成
自
刃
説
も
否
定
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
彼
が
従
来
の
石
高
設
定
を
実
態
に
そ
ぐ
わ
な
い
も
の
と
し
て
異
議
を
唱
え
、
減
石
運
動
を
行
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ

う
。
し
か
し
、
運
動
時
の
石
高
は
次
代
の
重
辰
が
万
治
年
間
の
検
地
で
設
定
し
た
、
二
万
一
〇
〇
〇
石
の
二
倍
に
あ
た
る
四
万
二
〇
〇
〇

石
で
は
な
く
、
前
述
し
た
よ
う
に
一
揆
終
結
後
の
段
階
で
の
石
高
は
桑
、
茶
、
浦
方
の
物
成
も
含
め
た
三
万
七
四
〇
六
石
二
斗
四
升
で
あ

り
、
半
減
と
は
い
え
な
い
。

彼
の
死
に
つ
い
て
は
、
石
高
半
減
を
訴
え
て
の
自
刃
説
と
病
死
説
の
二
説
が
あ
る
。
一
六
五
三
（
承
応
二
）
年
八
月
に
刻
ま
れ
た
一
町

田
八
幡
宮
石
灯
篭
の
銘
文
に
「
鈴
木
重
成
公
病
即
消
滅

4

4

4

4

福
寿
増
長
」（
傍
点
は
筆
者
に
よ
る
。
次
も
同
じ
）
30
（

）
と
あ
り
、
彼
が
病
気
だ
っ
た

8
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こ
と
が
確
認
で
き
る
。
二
か
月
後
の
同
年
一
〇
月
に
彼
が
亡
く
な
る
こ
と
か
ら
、
彼
の
死
因
は
こ
の
時
の
病
気
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
ま

た
、
翌
年
に
記
さ
れ
た
富
岡
飛
龍
宮
の
銘
文
に
も
「
為
参
勤
嚮
江
府
、
至
私
宅
不
意
就
于
病
床

4

4

4

4

、
日
久
矣
、
醫
王
拱
手
失
術
、
天
哉
命

哉
、
遂
逝
去
了
）
31
（

」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
一
次
史
料
に
基
づ
け
ば
病
死
が
確
認
で
き
る
。

ま
た
、
こ
の
銘
文
の
前
の
部
分
に
「
其
人
有
仁
有
義
、
可
謂
儒
門
君
子
、
武
門
良
乎
、
公
在
国
十
余
霜
、
不
拌
分
陰
再
興
社
寺
、
撫
育

村
民
、
仁
政
甚
大
也
、
不
成
期
年
、
郡
裏
之
豐
饒
、
勝
于
往
古
矣
）
32
（

」
と
あ
り
、
同
時
代
の
重
成
の
評
価
を
窺
い
得
る
。
後
世
の
よ
う
に
神

格
化
こ
そ
さ
れ
て
い
な
い
が
、
仁
政
を
敷
い
た
名
代
官
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

と
こ
ろ
で
、
重
成
ら
が
こ
こ
ま
で
多
く
の
実
績
を
作
り
上
げ
る
こ
と
に
成
功
し
た
背
景
に
は
何
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
肥
後
藩
と
そ
の
藩

主
で
あ
る
細
川
家
と
の
関
係
が
こ
の
問
い
を
紐
解
く
鍵
に
な
る
だ
ろ
う
。
鈴
木
代
官
時
代
の
天
草
に
お
い
て
軍
事
・
警
察
の
権
利
は
隣
接

す
る
肥
後
藩
が
握
っ
て
お
り
、
富
岡
城
に
は
肥
後
藩
の
兵
が
在
番
し
て
い
た
）
33
（

。
そ
の
た
め
、
天
草
の
代
官
は
そ
れ
ら
に
金
銭
を
費
や
す
こ

と
な
く
、
民
政
に
集
中
す
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
と
推
測
し
得
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
な
お
検
討
の
余
地
が
残
る
。

第
二
節　

鈴
木
正
三
ら
に
よ
る
寺
社
政
策
と
民
衆
教
化

重
成
が
代
官
に
正
式
に
任
じ
ら
れ
た
翌
年
の
一
六
四
二
（
寛
永
一
九
）
年
、
彼
の
実
兄
で
あ
り
曹
洞
宗
僧
侶
で
あ
っ
た
鈴
木
正
三
が
来

島
し
た
。
彼
は
一
六
四
五
（
正
保
二
）
年
ま
で
の
三
年
間
で
数
多
く
の
寺
院
の
創
建
及
び
再
建
に
携
わ
り
、
民
衆
教
化
に
あ
た
っ
た
と
さ

れ
る
。
た
だ
し
、
正
三
の
天
草
で
の
活
動
期
間
に
つ
い
て
は
、『
石
平
道
人
行
業
記
』
の
記
述
が
無
批
判
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
も
の
に
過

ぎ
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
実
証
的
に
検
証
し
た
三
浦
雅
彦
氏
に
よ
れ
ば
、
一
六
四
八
（
慶
安
元
）
年
一
二
月
一
三
日
に
正
三
が
天
草
の
国

照
寺
の
進
山
式
に
参
列
し
て
い
る
と
い
う
）
34
（

。
ま
た
『
有
明
町
史
』
や
『
苓
北
町
史
』
は
、
そ
の
翌
年
の
一
六
四
九
年
（
慶
安
二
）
夏
に
正

三
が
江
戸
に
帰
っ
た
と
す
る
）
35
（

。
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三
浦
氏
は
天
草
の
寺
院
の
創
建
及
び
再
建
年
代
な
ど
に
つ
い

て
も
再
検
討
を
行
っ
た
【
表
一
）
36
（

】。
氏
の
再
検
討
の
対
象
は
重

成
代
官
時
代
に
寺
領
を
与
え
ら
れ
た
寺
院
の
み
で
、
神
社
は
対

象
外
で
あ
る
が
、
重
成
が
在
任
中
に
町
山
口
村
の
諏
訪
宮
な
ど

の
神
社
を
再
建
な
い
し
創
建
し
た
記
録
も
残
さ
れ
て
い
る
）
37
（

。

こ
の
【
表
一
】
に
よ
れ
ば
、
重
成
ら
に
よ
り
寺
院
の
建
造
が

短
期
間
に
進
め
ら
れ
た
こ
と
が
分
か
る
（
信
福
寺
を
除
く
）。

ま
た
、
一
六
四
八
（
慶
安
元
）
年
に
東
向
寺
と
国
照
寺
が
鈴
木

正
三
の
名
義
で
開
基
と
な
っ
て
い
る
な
ど
、
通
説
で
の
正
三
の

天
草
来
島
期
間
と
も
ず
れ
が
あ
る
。
た
だ
し
、
他
の
一
次
史
料

で
確
認
し
え
な
い
た
め
、
正
三
が
天
草
に
滞
在
し
て
い
た
期
間

を
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

重
成
の
代
官
任
命
以
前
か
ら
島
内
の
寺
社
再
建
の
動
き
自
体

は
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
）
38
（

、
天
草
に
来
島
し
た
正
三
の
献
策

に
よ
り
本
格
的
に
寺
社
創
建
及
び
再
建
が
進
め
ら
れ
た
）
39
（

。

で
は
、
正
三
の
天
草
で
の
主
な
活
動
の
具
体
相
は
ど
の
よ
う

な
も
の
だ
っ
た
の
か
。
重
成
や
正
三
ら
に
よ
る
寺
社
復
興
の
最

大
の
目
的
は
言
う
ま
で
も
な
く
一
揆
の
原
因
と
な
っ
た
キ
リ
ス

表1　天草復興寺院一覧（出典：『鈴木正三研究序説』）

宗派 寺院名 本末関係 寺領 将軍等の位牌 創建・再建年代 開山 開基

曹洞宗

東向寺 瑠璃光寺末 50石 家康秀忠 1648（慶安元）年11月 中華珪法 鈴木正三
遍照院 東向寺末 10石 なし 1648（慶安元）年5月8日 中華珪法 鈴木重成
明徳寺 東向寺末 12石 なし 1646（正保3）年 中華珪法 鈴木正三
芳証寺 東向寺末 12石 なし 1645（正保2）年11月 中華珪法 鈴木重成
正覚寺 東向寺末 10石 家康秀忠家光 1647（正保4）年3月 中華珪法 鈴木重成
金性寺 東向寺末 3石 なし 1647（正保4）年 中華珪法 鈴木重成
国照寺 皓台寺末 45石 家康秀忠 1648（慶安元）年12月8日 一庭融頓 鈴木正三
瑞林寺 国照寺末 15石 不明 1646（正保3）年4月11日 一庭融頓 再開鈴木正三
江月院 国照寺末 10石 なし 1650（慶安3）年4月5日 一庭融頓 鈴木重成
観音寺 国照寺末 10石 なし 1647（正保4）年3月18日 一庭融頓 松山儀左衛門
円通寺 国照寺末 なし なし 1645（正保2）年9月25日 一庭融頓 鈴木正三

浄土宗

円性寺 善導寺末 30石 家康秀忠家光 1648（慶安元）年 光純慶誉 鈴木重成
寿覚院 円性寺末 13石 不明 1649（慶安2）年7月5日 光誉 山崎家治
江岸寺 円性寺末 10石 なし 1646（正保3）年 大誉団徹 不明
九品寺 円性寺末 5石 明治期焼失 1646（正保3）年 信誉教我 小崎氏
崇円寺 善導寺末 30石 不明 不明 不明 不明
無量寺 崇円寺末 10石 不明 1648（慶安元）年 岳誉芦吟 鈴木重成
信福寺 崇円寺末 5石 なし 1612（慶長17）年 宗伝 不明

真言宗 阿弥陀寺 不明 3石 不明 不明 龍盛 鈴木重成
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ト
教
の
影
響
力
を
島
内
か
ら
排
除
し
、
仏
教
（
や
神
道
）
を
再
び
天
草
に
浸
透
さ
せ
、
民
心
を
安
定
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
。
正
三
が
天
草

に
招
聘
さ
れ
た
の
は
単
に
重
成
の
親
族
だ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
。
彼
は
天
草
で
キ
リ
ス
ト
教
を
論
破
す
る
排
耶
僧
と
し
て
も
活
躍
し
た
の

だ
。
彼
は
活
動
中
に
キ
リ
ス
ト
教
を
論
破
す
る
『
破
吉
利
支
丹
』
を
著
し
、
そ
れ
を
天
草
の
各
寺
院
に
配
布
し
た
と
い
う
。
も
っ
と
も
、

こ
の
伝
承
は
現
地
史
料
に
よ
る
裏
付
け
は
な
い
。
ま
た
、
現
在
、
島
内
の
ど
の
寺
院
に
も
『
破
吉
利
支
丹
』
は
残
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、

そ
の
信
憑
性
は
疑
わ
れ
て
い
る
）
40
（

。

さ
ら
に
、
正
三
が
天
草
で
職
分
仏
行
説
を
説
い
た
か
も
判
然
と
し
な
い
。
職
分
仏
行
説
と
は
、
士
農
工
商
そ
れ
ぞ
れ
の
者
が
世
俗
的
な

職
業
労
働
に
励
む
こ
と
自
体
が
，
仏
教
修
行
で
あ
る
と
説
い
た
正
三
の
教
説
で
あ
り
、
彼
の
著
作
『
万
民
徳
用
』
の
う
ち
の
『
四
民
日

用
』
で
主
に
説
か
れ
て
い
る
。
農
民
に
つ
い
て
は
『
四
民
日
用
』
内
の
「
農
人
日
用
」
に
お
い
て
以
下
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
）
41
（

。

【
史
料
二
】「
農
人
日
用
」（
部
分
）

農
業
則
仏
行
な
り
、
意
得
悪
時
は
賤
業
也
。
信
心
堅
固
な
る
時
は
、
菩
薩
の
行
な
り
。（
中
略
）
鋤
鍬
鎌
を
用
得
て
、
煩
悩
の
叢
茂

此
身
を
敵
と
な
し
、
す
き
か
え
し
、
か
り
取
と
、
心
着
て
ひ
た
責
に
責
て
耕
作
す
べ
し
。（
中
略
）
如
ㇾ
此
四
時
と
も
に
仏
行
を
な

す
、
農
人
何
と
て
別
の
仏
行
を
好
べ
き
や
。（
中
略
）
農
業
を
勤
者
に
は
不
ㇾ
覚
功
徳
そ
な
は
れ
り
。（
中
略
）
一
鍬
一
鍬
に
、
南
無

阿
弥
陀
仏
、
な
む
あ
み
だ
仏
と
唱
へ
、
一
鍬
一
鍬
に
住
し
て
、
他
念
な
く
農
業
を
な
さ
ん
に
は
、
田
畑
も
清
浄
の
地
と
な
り
、
五
穀

も
清
浄
食
と
成
て
、
食
す
る
人
、
煩
悩
を
消
滅
す
る
の
薬
な
る
べ
し
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
正
三
は
農
業
に
ひ
た
む
き
に
従
事
す
る
こ
と
が
修
行
に
な
る
と
説
い
て
お
り
、
そ
の
仕
事
に
専
念
す
る
こ
と
を
美
徳
と

し
て
い
る
。
で
は
、
こ
の
教
え
を
正
三
は
天
草
で
説
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
一
六
四
九
（
慶
安
二
）
年
に
『
万
民
徳
用
』
の
原
型
と
み
ら
れ
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る
『
万
民
之
徳
用
』
が
出
版
さ
れ
、
一
六
四
七
（
正
保
四
）
年
に
は
『
四
民
日
用
』
の
前
身
と
考
え
ら
れ
る
『
四
民
日
用
集
』
が
江
戸
の

西
禅
庵
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
）
42
（

。
ま
た
、
一
六
四
三
（
寛
永
二
一
）
年
に
は
、
三
河
の
二
井
寺
の
鐘
銘
と
し
て
職
分
仏
行
説
を
彷
彿
と
さ
せ

る
「
士
農
与
工
商
励
共
業
者
）
43
（

」
と
い
う
文
言
が
正
三
に
よ
っ
て
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
先
行
研
究
の
成
果
か
ら
す
れ
ば
、
正
三
が
天
草

に
来
島
し
た
時
点
で
職
分
仏
行
説
を
唱
え
て
い
た
可
能
性
は
か
な
り
高
い
が
、
天
草
で
説
か
れ
た
か
を
確
認
し
得
る
史
料
は
残
さ
れ
て
い

な
い
。
そ
の
う
え
、
職
分
仏
行
説
と
重
成
や
重
辰
の
勧
農
政
策
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
も
検
討
の
材
料
に
乏
し
い
。

キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
力
削
減
の
た
め
に
も
、
寺
社
の
経
済
的
な
基
盤
の
整
備
は
不
可
欠
だ
っ
た
。
一
六
四
五
（
正
保
二
）
年
、
幕
命
に

よ
り
寺
社
領
三
〇
〇
石
の
寄
進
が
決
定
し
、
一
六
四
九
（
慶
安
二
）
年
重
成
は
寺
社
領
安
堵
の
朱
印
状
の
下
附
を
幕
府
に
願
い
出
て
い
る

の
も
、
そ
の
た
め
だ
っ
た
。

ま
た
、
東
向
寺
な
ど
に
は
徳
川
将
軍
家
の
位
牌
が
安
置
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
奥
本
武
裕
氏
が
以
下
の
よ
う
に
考
察
し
て

い
る
）
44
（

。
　

重
成
の
寺
社
建
立
政
策
は
、
単
に
彼
の
個
人
的
な
信
仰
や
感
情
に
起
因
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
ま
さ
に
「
公
儀
」
の
代
官

の
職
務
と
し
て
遂
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
そ
の
頂
点
に
徳
川
将
軍
家
の
権
威
を
置
き
な
が
ら
、
領
内
の
神
仏

を
配
置
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
神
仏
秩
序
の
あ
り
方
こ
そ
が
、「
幕
藩
制
的
神
仏
秩
序
」
で
あ
っ
た
と
言
え
る

の
で
は
な
い
か
。

こ
の
指
摘
の
よ
う
に
、
幕
藩
体
制
の
確
立
と
い
う
政
治
的
動
向
に
宗
教
界
も
呼
応
の
動
き
を
見
せ
て
お
り
、
そ
う
し
た
同
時
代
の
思
想
的

状
況
に
基
づ
い
て
、
重
成
は
幕
府
の
忠
実
な
吏
僚
と
し
て
そ
の
職
務
を
全
う
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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重
成
の
教
化
政
策
に
は
正
三
が
強
い
影
響
力
を
及
ぼ
し
た
と
さ
れ
る
が
、
正
三
の
み
が
関
与
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
正
三
と
深
い
関
わ

り
を
持
つ
曹
洞
宗
僧
侶
の
中
華
珪
法
と
一
庭
融
頓
の
二
人
が
正
三
の
後
を
継
い
で
寺
院
の
復
興
政
策
を
担
当
し
て
い
る
。

中
華
珪
法
は
石
見
国
出
身
の
僧
侶
で
、
天
草
来
島
以
前
は
難
波
に
隠
退
し
て
い
た
。
法
弟
に
あ
た
る
正
三
を
通
じ
て
重
成
の
再
三
に
わ

た
る
懇
請
に
応
じ
る
形
で
一
六
四
七
（
正
保
四
）
年
に
来
島
し
、
寺
院
の
復
興
政
策
に
従
事
す
る
こ
と
と
な
っ
た
）
45
（

。
天
草
で
は
明
徳
寺
を

拠
点
に
活
動
し
、
東
向
寺
・
正
覚
寺
な
ど
の
開
山
や
天
草
東
部
の
教
化
に
関
わ
っ
て
い
る
。
彼
は
正
三
の
天
草
撤
退
後
、
重
成
の
民
政

を
補
佐
し
た
と
考
え
ら
れ
る
）
46
（

。
特
筆
す
べ
き
は
、
一
六
四
七
（
正
保
四
）
年
、
富
岡
に
あ
る
キ
リ
シ
タ
ン
供
養
碑
の
碑
文
を
撰
し
た
こ
と

や
、
翌
年
五
月
に
島
原
へ
渡
っ
て
原
城
首
塚
碑
の
銘
文
を
撰
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
彼
の
こ
の
行
動
は
一
揆
に
よ
っ
て
荒
ん
だ
民
心
を
安

定
さ
せ
る
目
的
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
重
成
死
没
時
に
は
江
戸
に
滞
在
し
て
お
り
、
彼
の
遺
髪
を
持
参
し
て
東
向
寺
領
に
埋
め
た
と
い
う
。

こ
れ
は
鈴
木
塚
と
称
さ
れ
、
後
の
鈴
木
神
社
建
立
の
機
縁
と
な
っ
た
）
47
（

。

一
庭
融
頓
は
肥
前
国
佐
賀
出
身
の
僧
侶
で
あ
り
、
天
草
来
島
以
前
は
キ
リ
シ
タ
ン
の
拠
点
だ
っ
た
長
崎
晧
台
寺
で
民
衆
教
化
に
あ
た
っ

て
い
た
。
珪
法
と
同
様
に
一
六
四
五
（
正
保
二
）
年
、（
真
相
は
定
か
で
は
な
い
が
）
正
三
と
入
れ
か
わ
る
形
で
来
島
し
、
郡
中
を
巡
錫

し
た
の
ち
、
国
照
寺
に
入
っ
た
。
天
草
西
部
の
教
化
を
担
当
し
、
志
岐
円
通
寺
・
富
岡
瑞
林
寺
な
ど
の
開
山
と
な
り
、
一
六
五
三
（
承
応

三
）
年
ま
で
天
草
に
滞
在
し
て
い
た
）
48
（

。

倉
地
克
直
氏
は
重
成
を
評
し
て
「
代
官
と
し
て
の
治
績
の
多
く
は
、
正
三
の
思
想
に
依
拠
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
）
49
（

」、「
兄
正
三
の

よ
き
帰
依
者
・
崇
敬
者
で
あ
り
、
い
わ
ば
正
三
の
思
想
の
政
治
的
実
践
者
と
で
も
呼
び
う
る
で
あ
ろ
う
）
50
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
正
三
と
と
も

に
重
成
の
宗
教
行
政
を
補
佐
し
た
中
華
珪
法
や
一
庭
融
頓
は
、
正
三
よ
り
も
天
草
滞
在
期
間
が
長
く
、
彼
ら
の
領
民
へ
の
影
響
力
も
考
慮

す
べ
き
で
あ
る
。
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第
三
節　

町
山
口
村
諏
訪
宮
の
農
具
市

一
六
四
三
（
寛
永
二
〇
）
年
、
重
成
は
本
戸
組
町
山
口
村
の
諏
訪
宮
（
現
・
本
渡
諏
訪
神
社
）
動
座
の
際
に
農
具
市
（「
本
渡
の
市
」）

の
開
催
を
始
め
た
と
い
う
伝
承
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
市
は
当
社
の
例
大
祭
の
日
に
七
日
間
ほ
ど
開
か
れ
、
現
在
も
雑
貨
市
に
形
を
変

え
て
存
続
し
て
い
る
。
そ
の
歴
史
に
つ
い
て
は
先
行
研
究
等
に
も
記
載
が
き
わ
め
て
少
な
い
が
）
51
（

、
重
成
の
天
草
復
興
政
策
の
一
環
と
し
て

注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
農
具
市
に
関
し
て
は
、
重
成
代
官
時
代
の
一
次
史
料
は
未
発
見
で
あ
り
、
近
世
全
体
で
も
農
具
市
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
も
の

は
少
な
い
。
筆
者
が
確
認
し
得
た
の
は
、
一
八
二
三
（
文
政
六
）
年
成
立
の
『
天
草
島
鏡
）
52
（

』
と
『
天
領
天
草
大
庄
屋
木
山
家
文
書 

御
用

触
写
帳
』
の
二
点
で
あ
る
。
後
者
は
本
戸
組
の
大
庄
屋
木
山
家
に
現
存
す
る
「
触
写
帳
」
と
な
っ
て
い
る
。
以
下
に
掲
げ
る
【
史
料
三
】

は
、
そ
れ
か
ら
の
引
用
で
あ
る
）
53
（

。

【
史
料
三
】『
天
領
天
草
大
庄
屋
木
山
家
文
書 
御
用
触
写
帳
』

　
　
　

木
山
為
彦
殿

（
中
略
）

旅
人
取
締
方
之
義
者
兼
而
厳
被
仰
渡
茂
有
之
村
々
行
届
候
様
何
れ
も
相
心
得
罷
在
候
義
ニ
御
座
候
処
追
追
町
山
口
村
農
具
市
ニ
立
入
可

申
心
組
之
旅
人
共
中
ニ
者
悪
党
之
も
の
入
込
可
申
哉
茂
難
計
事
ニ
付
此
節
ゟ
改
而
一
ト
際
厳
重
取
締
行
届
候
様
有
之
度
村
々
と
も
無
手

抜
御
取
締
可
被
成
候　

同
村
之
義
ハ
数
年
有
来
候
義
ニ
ハ
有
之
候
得
と
も
御
時
節
柄
を
相
弁
へ
旅
人
一
切
不
立
入
市
場
諸
賑
合
都
而

取
止
候
様
村
方
熟
談
之
上
近
国
商
人
其
外
江
も
引
合
遣
候
段
申
出
候
得
と
も
数
年
有
来
候
事
ニ
而
旅
人
入
込
も
難
計
義
ニ
付
近
国
最
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寄
海
岸
附
村
々
ハ
勿
論
之
義
其
外
村
々
共
左
様
御
心
得
取
締
方
可
被
成
候

一
町
村
ニ
寄
町
山
口
村
神
事
之
場
所
江
太
物
其
外
商
内
ニ
罷
越
度
も
の
有
之
候
ハ
ヽ
其
所
之
役
方
ゟ
手
札
相
渡
御
遣
可
被
成
候　

無

左
候
而
者
他
国
商
人
ニ
見
紛
敷
取
締
ニ
も
相
響
キ
候
義
ニ
付
自
然
送
り
出
等
ニ
相
成
其
も
の
難
渋
仕
候
而
ハ
不
宜
事
ニ
存
候

一
無
申
迄
候
得
と
も
村
々
預
り
流
人
共
之
内
自
然
右
神
事
江
抜
出
候
も
難
計
も
し
右
等
之
義
有
之
候
而
ハ
別
而
不
宜
候
間
急
度
御
取

締
可
被
成
候

　

右
者
旅
人
取
締
方
右
等
之
時
節
手
弛
等
閑
相
成
候
而
者
以
来
之
取
締
ニ
も
相
響
キ
候
ニ
付
此
際
尚
改
而
御
取
締
可
被
成
候　

為
其

早
々
如
此
ニ
御
座
候
以
上

七
月
廿
三
日　
　
　
　
　

会
所
詰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
庄
屋

　

本
戸
組

　

砥
岐
組

　
　
　

大
庄
屋
衆
中

　
　
　

庄　

屋

本
史
料
は
一
八
六
三
（
文
久
三
）
年
、
代
官
役
所
詰
の
庄
屋
・
大
庄
屋
が
本
戸
組
大
庄
屋
木
山
為
彦
に
宛
て
た
書
状
で
あ
る
。
旅
人
の

往
来
に
関
す
る
も
の
で
、
市
に
来
る
旅
人
の
中
に
悪
党
が
紛
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
な
ど
を
理
由
に
、
厳
重
な
取
り
締
ま
り
を
求

め
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
催
事
が
町
山
口
村
の
「
神
事
」
と
見
做
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、『
天
領
天
草
大
庄
屋
木
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山
家
文
書 

御
用
触
写
帳
』
に
は
他
に
一
八
二
四
（
文
政
七
）
年
に
も
「
農
具
市
」「
本
渡
市
」
の
記
載
が
残
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
管
見

の
限
り
農
具
市
に
つ
い
て
明
記
し
た
最
古
の
史
料
と
な
る
）
54
（

。
ま
た
、
重
辰
代
官
期
の
史
料
で
島
外
商
人
を
も
交
え
た
農
具
取
引
に
関
す
る

記
述
が
存
在
す
る
が
、
こ
れ
が
本
渡
の
市
で
行
わ
れ
た
か
は
不
明
で
あ
る
）
55
（

。

ま
た
、
市
が
開
か
れ
た
本
渡
諏
訪
神
社
に
は
、
一
九
四
〇
年
代
前
半
に
当
神
社
が
編
纂
し
た
『
縣
社
昇
格
願
書
』
と
い
う
未
刊
行
の
文

献
が
保
管
さ
れ
、
そ
の
内
の
「
祭
神
並
由
緒
」
に
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

重
成
ハ
又
此
ノ
大
祭
ニ
始
メ
テ
農
具
市
ヲ
開
設
セ
シ
メ
廣
ク
郡
内
農
民
ノ
利
便
ヲ
計
レ
リ
是
洵
ニ
九
州
三
大
市
ノ
一
ト
唄
ハ
レ
タ
ル

本
渡
ノ
市
ノ
權
輿
ナ
リ
ト
ス

（
中
略
）

是
ノ
時
ニ
當
リ
神
威
モ
復
全
郡
ニ
光
被
シ
大
祭
ニ
伴
フ
本
渡
ノ
市
ハ
愈
々
隆
盛
ヲ
極
メ
前
後
七
日
ニ
亘
リ
テ
賽
者
全
郡
ヨ
リ
來
拜
シ

商
賣
ハ
遠
ク
肥
筑
諸
州
ヨ
リ
來
鬻
キ
テ
敢
エ
テ
衰
エ
ザ
ル
事
凡
二
百
年
本
郡
ノ
文
化
促
進
ノ
上
ニ
甚
大
ナ
ル
功
蹟
ヲ
遺
セ
リ
此
ノ
間

代
官
所
ヨ
リ
ハ
毎
年
所
役
ヲ
發
遣
シ
テ
當
社
參
拜
ヲ
兼
ネ
テ
市
場
ノ
監
督
ヲ
ナ
サ
シ
ム
世
俗
是
ヲ
御
出
役
ト
稱
セ
リ

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
農
具
市
の
目
的
は
郡
内
の
農
民
の
利
便
を
図
る
こ
と
で
あ
り
、
遠
方
か
ら
の
来
客
が
あ
っ
た
こ
と
、
代
官
所
の
役
人

が
参
拝
も
兼
ね
て
市
の
監
督
に
あ
た
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

近
代
に
記
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
こ
の
伝
承
が
事
実
な
ら
ば
重
成
は
天
草
の
復
興
と
民
生
の
安
定
を
目
的
と
し
て
（
仏
教
ば
か
り
注
目

さ
れ
る
が
）
神
道
の
力
に
も
存
分
に
頼
っ
た
こ
と
に
な
る
）
56
（

。
ま
た
、
農
具
市
が
農
民
の
便
宜
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
、「
神
事
」

の
一
環
で
も
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
重
成
は
宗
教
的
権
威
を
背
景
に
、
百
姓
の
生
活
基
盤
を
安
定
さ
せ
、
彼
ら
の
労
働
に
対
す
る
意
欲
向
上

16



鈴木三公による天草復興政策

（
＝
勧
農
）
を
図
る
た
め
に
こ
の
策
を
講
じ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
自
立
し
た
小
農
民
を
農
政
の
基
本
に
置
こ
う
と
す
る
当
時

の
幕
府
農
政
の
基
調
）
57
（

と
連
動
し
た
も
の
だ
と
も
い
え
よ
う
。

第
二
章　

鈴
木
重
辰
に
よ
る
天
草
統
治

第
一
節　

亡
所
開
発
仕
置
の
達
成

鈴
木
重
成
は
一
六
五
三
（
承
応
二
）
年
に
亡
く
な
っ
た
。
彼
は
在
職
中
だ
っ
た
た
め
、
そ
の
後
継
者
と
し
て
彼
の
養
子
で
あ
り
実
の
甥

に
あ
た
る
鈴
木
伊
兵
衛
重
辰
が
翌
年
三
月
、
二
代
代
官
と
し
て
抜
擢
さ
れ
た
。
彼
は
「
ひ
と
へ
に
重
成
の
賢
徹
を
し
た
ひ
、
正
三
老
人
の

慈
訓
に
も
と
づ
け
り
）
58
（

」
と
評
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
義
父
の
重
成
を
慕
い
、
実
父
の
正
三
の
思
想
を
引
き
継
い
だ
人
物
だ
と
さ
れ
て
い

る
。重

成
は
一
揆
で
荒
廃
し
た
天
草
を
復
興
さ
せ
た
人
物
と
し
て
名
高
い
が
、
彼
の
実
施
し
た
政
策
が
彼
の
代
に
貫
徹
し
得
た
か
は
疑
わ
し

い
。
い
わ
ゆ
る
「
石
高
半
減
」
な
ど
、
彼
の
存
命
中
に
達
成
さ
れ
な
か
っ
た
事
績
も
あ
る
。
重
辰
は
そ
う
し
た
重
成
に
よ
っ
て
残
さ
れ
た

未
達
成
の
課
題
を
継
承
し
、
近
世
天
草
の
基
礎
を
確
立
し
た
人
物
で
あ
る
。
故
に
重
辰
の
統
治
は
概
ね
重
成
の
路
線
を
踏
襲
し
た
も
の

だ
っ
た
。
そ
の
治
績
は
多
岐
に
亘
る
が
、『
有
明
町
史
』
で
は
「
石
高
半
減
の
高
撫
検
地
、
定
浦
制
度
の
確
立
、
殖
産
興
業
、
遠
見
見
張

所
の
増
設
、
神
仏
信
仰
の
徹
底
、
大
庄
屋
・
庄
屋
等
村
役
人
の
人
物
考
課
）
59
（

」
を
具
体
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
特
に
名
高
い

の
は
、
石
高
半
減
の
高
撫
検
地
、
つ
ま
り
石
高
設
定
の
見
直
し
で
あ
ろ
う
。

重
辰
は
一
六
五
九
（
万
治
二
）
年
、
検
地
を
実
施
し
、
石
高
設
定
の
見
直
し
を
行
い
、
天
草
の
石
高
を
二
万
一
〇
〇
〇
石
と
し
た
。
し

か
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
実
際
に
石
高
や
百
姓
の
負
担
が
半
減
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
、
前
述
の
通
り
万
治
検
地
前
の
天
草
の
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石
高
は
三
万
七
四
〇
六
石
二
斗
四
升
（
う
ち
田
畠
三
万
三
二
七
六
石
七
斗
八
升
七
合
）
60
（

）
で
あ
る
。
桑
や
茶
の
物
成
な
ど
、
こ
の
数
値
か
ら

除
外
さ
れ
る
項
目
も
あ
る
が
、
万
治
検
地
の
天
草
の
田
畠
の
石
高
は
そ
れ
以
前
の
石
高
の
約
六
割
程
度
で
あ
る
。

ま
た
、
石
高
の
見
直
し
は
村
ご
と
に
行
わ
れ
、
各
々
の
村
で
村
高
の
再
設
定
が
な
さ
れ
た
が
、
一
律
に
村
高
が
減
少
し
た
わ
け
で
は
な

く
、
そ
の
変
化
率
は
村
に
よ
っ
て
差
が
あ
っ
た
よ
う
だ
）
61
（

。
万
治
検
地
は
天
草
郡
内
の
百
姓
の
負
担
軽
減
と
い
う
よ
り
各
村
の
年
貢
負
担
の

不
均
衡
を
是
正
す
る
「
高
撫
検
地
」
の
役
割
が
大
き
か
っ
た
。
年
貢
賦
課
率
も
、
万
治
検
地
以
前
に
お
い
て
は
極
端
に
低
い
年
貢
賦
課
率

が
設
定
さ
れ
て
い
た
が
、
以
後
は
増
加
傾
向
に
あ
り
）
62
（

、
他
の
幕
領
と
同
水
準
に
戻
さ
れ
た
。
当
然
な
が
ら
百
姓
が
納
め
る
年
貢
高
も
増
加

し
た
。
以
上
が
い
わ
ゆ
る
「
石
高
半
減
」
の
実
態
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
天
草
は
財
政
的
な
復
興
を
成
し
遂
げ
、
当
地
を
税
制
面
で

優
遇
す
る
必
要
性
が
な
く
な
っ
た
。

そ
の
他
の
政
策
に
つ
い
て
も
紹
介
す
る
。
第
一
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
在
地
支
配
方
式
が
完
全
に
再
編
さ
れ
た
の
は
、
重
辰
の
時
代
で

あ
る
。
万
治
検
地
の
段
階
で
天
草
は
一
町
十
組
八
六
か
村
な
の
で
、
検
地
の
完
了
を
も
っ
て
村
の
再
編
事
業
が
達
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
定
浦
制
度
も
同
様
に
重
辰
の
代
に
完
成
さ
れ
、
新
し
く
定
浦
が
追
加
、
運
上
の
改
訂
（
塩
浜
や
塩
竈
に
対
す
る
課
税
を
米
納
か
ら
銀

納
に
変
更
す
る
な
ど
）
が
実
施
さ
れ
た
）
63
（

。
ま
た
、
烽
火
場
兼
遠
見
番
所
が
増
設
さ
れ
）
64
（

、
海
防
が
一
層
強
化
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
医
書
や
薬

学
書
の
配
布
、
薬
鍋
の
提
供
な
ど
の
福
祉
政
策
を
実
施
す
る
だ
け
で
な
く
、
桑
・
茶
・
楮
を
各
村
に
植
え
付
け
、
植
物
の
種
子
や
苗
木
の

配
布
も
実
施
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
産
業
を
育
成
す
る
意
図
が
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。

重
辰
に
対
す
る
評
価
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
。
国
照
寺
文
書
「
萬
松
山
功
徳
林
空
劫
記
録
」
に
「
惣
テ
諸
事
人
徳
精
世
近
世

之
可
謂
聖
賢
又
当
郡
再
中
興
ノ
御
代
官
、
万
民
尊
崇
也
）
65
（

」
と
あ
る
よ
う
に
、
近
世
中
期
に
は
す
で
に
重
成
同
様
、
仁
政
を
敷
い
た
名
代
官

と
し
て
の
評
価
が
あ
っ
た
。
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第
二
節　

二
つ
の
「
鈴
木
伊
兵
衛
条
令
」

本
節
で
は
、
重
辰
の
時
代
に
残
さ
れ
た
二
つ
の
「
鈴
木
伊
兵
衛
条
令
」
と
称
さ
れ
る
文
書
を
検
討
す
る
。
研
究
者
に
よ
っ
て
呼
称
も
異

な
り
、
文
書
の
性
質
も
異
な
る
両
文
書
は
、
彼
の
治
世
を
知
る
上
で
非
常
に
重
要
な
手
掛
か
り
と
な
る
。

代
官
に
任
命
さ
れ
た
翌
年
の
一
六
五
五
（
明
暦
元
）
年
か
ら
重
辰
の
統
治
が
始
ま
る
。
彼
は
統
治
開
始
直
後
の
同
年
六
月
二
二
日
に
、

郡
中
の
大
庄
屋
を
集
め
元
締
よ
り
施
政
方
針
を
読
み
聞
か
せ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
一
つ
目
の
「
鈴
木
伊
兵
衛
条
令
」
で
あ
る
。
こ
の
条

令
は
高
浜
村
庄
屋
上
田
家
に
よ
っ
て
触
留
帳
に
書
き
留
め
ら
れ
、
そ
れ
が
現
在
ま
で
伝
え
ら
れ
て
い
る
。「
鈴
木
伊
兵
衛
被
仰
出
御
箇
状
」

と
も
「
村
取
極
御
触
」
と
い
う
名
称
で
も
知
ら
れ
、
地
方
文
書
「
上
田
家
文
書
」
の
一
部
を
な
す
。
こ
の
文
書
は
前
部
分
が
欠
け
て
お

り
、
全
体
像
を
把
握
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
後
半
の
二
二
箇
条
が
現
存
す
る
。
二
二
箇
条
全
て
に
言
及
す
る
こ
と
は
紙
面
の
都
合
上
難

し
い
た
め
、
一
部
を
【
史
料
四
】
に
紹
介
す
る
）
66
（

。

【
史
料
四
】
鈴
木
伊
兵
衛
条
令
① 　

高
浜
村
上
田
家
「
村
取
極
御
触
」

（
前
欠
） 

（2）
一
（
略
）
農
具
飯
米
持
不
申
候
者
之
儀
者
此
方
江
断
可
申
候
、
村
の
た
め
に
な
ら
さ
る
も
の
ハ
留
置
申
間
敷
候
、
其
外
不
審
成
者

に
宿
借
シ
申
間
鋪
事

（7）
一
耕
作
に
精
を
入
無
油
断
可
仕
候
、
作
り
様
悪
鋪
候
者
其
立
毛
よ
り
高
免
に
可
申
付
候
、
百
姓
精
を
入
満
作
に
作
立
候
者
其
立
毛

よ
り
下
直
ニ
可
申
付
事

（8）
一
山
役
に
て
採
候
薪
并
壱
本
持
材
木
之
外
無
断
し
て
竹
木
一
切
剪
採
申
間
鋪
事
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（15）
一
は
く
ち
、
ほ
う
ひ
き
、
諸
勝
負
堅
仕
間
鋪
事

（2）
や
（8）
に
つ
い
て
は
、【
史
料
一
】
に
も
同
内
容
の
項
目
が
存
在
す
る
。
幕
府
が
策
定
し
た
方
針
を
現
地
天
草
で
も
忠
実
に
履
行
し
て

い
る
様
子
が
窺
え
る
。

【
史
料
四
】
で
筆
者
が
特
に
注
目
す
る
の
が
（7）
で
あ
る
。
低
い
年
貢
賦
課
率
を
条
件
に
百
姓
を
耕
作
に
専
念
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
が
、

こ
こ
で
は
そ
れ
に
よ
っ
て
、
よ
り
多
く
の
収
穫
を
得
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
百
姓
が
勤
勉
に
働
き
、
そ
れ
に
よ
り
多
く
の
収
穫
を

得
る
こ
と
は
、
彼
ら
の
農
業
経
営
に
立
脚
し
て
い
る
領
主
権
力
に
と
っ
て
も
都
合
の
良
い
、
互
恵
的
な
も
の
だ
っ
た
。

ま
た
、
重
辰
は
（15）
の
よ
う
に
賭
け
事
を
禁
止
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
重
辰
は
そ
の
権
力
を
利
用
し
て
領
民
の
生

活
の
細
部
ま
で
規
定
し
、
干
渉
し
て
い
た
よ
う
だ
。
風
紀
を
正
す
こ
と
に
よ
っ
て
秩
序
の
安
定
化
を
図
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

「
鈴
木
伊
兵
衛
条
令
」
と
称
さ
れ
る
文
書
は
も
う
一
つ
存
在
す
る
。
そ
れ
は
、
東
北
大
学
附
属
図
書
館
狩
野
文
庫
の
「
天
草
御
条
目
」

と
も
称
さ
れ
る
文
書
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
六
五
九
（
万
治
二
）
年
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
、
箇
条
書
き
で
書
か
れ
て
は
い
る
が
、
触
写
帳

や
触
留
帳
で
は
な
く
、
重
辰
の
善
政
を
記
録
し
た
文
書
で
あ
る
。
故
に
、
法
令
を
ま
と
め
た
も
の
で
は
な
い
た
め
、「
条
令
」
と
表
現
す

る
の
は
本
来
的
に
は
不
適
切
で
あ
ろ
う
。
記
述
内
容
に
つ
い
て
は
多
岐
に
亘
っ
て
い
る
。
全
六
六
箇
条
に
も
及
ぶ
た
め
、
一
部
を
【
史
料

五
】
に
紹
介
す
る
）
67
（

。

【
史
料
五
】
鈴
木
伊
兵
衛
条
令
②　

東
北
大
学
附
属
図
書
館
狩
野
文
庫
「
天
草
御
条
目
」

（4）
一
伊
兵
衛
庄
屋
共
ニ
被
申
聞
候
ハ
、
我
等
何
之
合
点
モ
無
之
へ
ト
モ
、
三
郎
九
郎
由
身
ヲ
以
天
草
御
代
官
ニ
被
仰
付
候
、
他
所
ニ

テ
候
ハ
ヽ
乍
恐
御
訴
訟
可
申
上
候
へ
ト
モ
、
天
草
ノ
儀
ハ
三
郎
九
郎
ト
ナ
ジ
ミ
深
キ
百
姓
ト
モ
ニ
候
へ
ハ
、
能
様
ニ
取
持
ク
レ
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候
ワ
ン
ト
早
速
御
請
申
上
参
候
間
、
其
心
得
候
テ
皆
々
可
然
様
ニ
取
持
ク
レ
候
へ
ト
庄
屋
共
頼
被
申
候
由

（5）
一
三
郎
九
郎
ト
ナ
ジ
ミ
深
キ
百
姓
之
義
ニ
候
間
我
等
ト
モ
誠
百
姓
ト
モ
ヲ
大
切
ニ
存
可
致
念
頃
候
、
乍
去
少
茂
不
届
候
ハ
ヽ
強
ク

イ
マ
シ
メ
可
申
候
間
、
左
様
ノ
節
右
申
聞
候
ト
致
相
違
候
ト
存
間
敷
候
、
大
切
ニ
存
候
百
姓
共
ニ
候
間
悪
事
大
キ
ニ
成
不
申
内

強
ク
戒
可
申
候
、
致
其
心
得
能
々
敬
ミ
候
様
ニ
小
百
姓
共
ニ
申
聞
候
様
ニ
庄
屋
ト
モ
ニ
被
申
付
候
由

（8）
一
手
代
并
庄
屋
ト
モ
ニ
不
届
候
哉
、
伊
兵
衛
身
之
上
ニ
モ
非
道
ノ
義
候
哉
、
其
外
何
事
ニ
テ
茂
心
ニ
掛
リ
候
ハ
ヽ
無
遠
慮
申
達
候

ヘ
ト
テ
、
毎
年
牢
人
ナ
ト
ヲ
頼
島
中
ヲ
廻
シ
小
百
姓
共
ニ
尋
被
申
候
由

（11）
一
天
草
医
者
無
之
付
、
風
ヲ
引
候
テ
モ
百
姓
ト
モ
薬
給
候
事
不
罷
成
候
、
久
々
相
煩
耕
作
妨
ニ
モ
罷
成
、
尤
不
便
成
義
ニ
付
、
他

所
ヨ
リ
折
々
島
エ
参
候
医
者
ノ
内
致
吟
味
四
五
人
留
置
被
申
候
由

（23）
一
大
部
ノ
医
書
島
中
寺
々
ヘ
ア
ツ
ケ
置
、
虫
ホ
シ
ヲ
頼
、
島
ノ
財
ニ
致
シ
末
々
迄
医
者
見
申
候
樣
ニ
被
仕
候
由

（26）
一
鑓
木
等
を
末
々
首
し
め
に
不
罷
成
義
百
姓
致
合
点
、
自
今
以
後
ハ
彼
是
仕
立
可
申
と
申
ニ
付
、
此
上
ハ
伊
兵
衛
心
を
ふ
か
く
添

弥
油
断
為
仕
間
敷
、
か
い
子
の
飼
様
桑
木
仕
立
様
青
麻
仕
様
か
ら
虫
の
仕
様
書
付
村
々
へ
遣
被
申
候
、
茶
之
実
を
音
信
被
致
候

（27）
一
田
畑
へ
百
姓
之
家
居
遠
く
有
之
候
処
を
は
田
畑
近
所
へ
百
姓
を
移
被
申
候
由

（28）
一
日
損
田
有
之
村
ニ
ハ
新
池
を
為
堀
被
申
候
由

（29）
一
高
浪
打
込
申
候
村
ニ
ハ
石
垣
な
と
を
為
致
被
申
候
由

（30）
一
塩
釜
仕
立
可
然
村
ニ
ハ
御
銀
を
借
仕
立
さ
せ
被
申
候
由

（31）
一
柴
山
ニ
ハ
松
の
実
を
ま
か
せ
被
申
候

（32）
一
竹
藪
ニ
ハ
垣
ヲ
結
鹿
入
不
申
様
ニ
か
こ
ひ
被
申
候
由

（35）
一
猟
仕
可
然
村
へ
ハ
御
銀
を
か
し
網
を
為
仕
立
被
申
候
由
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（36）
一
田
畑
の
障
り
に
少
も
罷
成
事
候
ハ
ヽ
可
申
出
旨
庄
屋
共
ニ
申
聞
候
へ
ハ
田
畑
の
近
所
の
浅
山
ニ
猪
鹿
罷
在
作
毛
を
あ
ら
し
迷
惑

仕
候
由
申
ニ
付
、
手
代
共
遣
し
所
々
改
遂
吟
味
、
す
な
わ
ち
苅
払
わ
せ
其
跡
ニ
麦
、
そ
ば
な
と
蒔
せ
被
申
殊
の
外
百
姓
た
り
に

成
悦
申
候
由

 （51）
一
他
国
の
商
人
も
農
具
の
類
を
致
持
参
候
ハ
ヽ
、
其
段
紛
無
之
と
島
の
者
ニ
為
致
書
物
候
や
と
相
定
候
付
、
他
国
の
商
人
も
天
草

相
応
の
持
参
仕
候
へ
者
札
を
か
り
自
由
ニ
商
仕
候
由

（53）
一
（
略
）
依
之
冨
岡
町
殊
の
外
繁
昌
仕
候
よ
し

（54）
一
冨
岡
繁
昌
仕
候
而
人
沢
山
ニ
罷
成
候
付
、
天
草
之
内
富
岡
の
城
本
へ
一
日
二
日
遠
路
の
百
姓
共
ハ
冨
岡
町
の
日
用
頭
を
頼
置
、

御
城
破
損
の
普
請
の
人
足
ニ
不
参
日
用
ニ
而
埒
明
耕
作
自
由
ニ
仕
悦
申
候
よ
し

（55）
一
伊
兵
衛
庄
屋
共
ニ
被
申
聞
候
ハ
、
君
万
民
の
悪
心
無
之
様
ニ
御
仕
置
被
成
候
付
天
下
の
者
安
居
申
事
候
、
君
の
道
無
之
候
ハ
ヽ

天
下
の
者
共
我
人
欲
心
恣
に
し
て
朝
暮
ニ
欲
心
の
争
イ
計
に
て
、
天
下
乱
片
時
も
静
成
事
無
之
し
て
万
民
一
日
も
安
居
罷
成
間

敷
候
、
か
様
の
分
能
々
考
候
へ
、
万
民
安
居
仕
候
事
ハ
君
の
御
願
而
茂
若
天
下
の
御
仕
置
被
成
候
ニ
財
無
之
候
而
者
不
罷
成
事

候
間
、
此
段
致
合
点
百
姓
と
し
て
ハ
耕
作
を
精
ニ
入
御
年
貢
少
モ
多
く
納
り
御
仕
置
御
自
由
ニ
被
成
候
様
ニ
と
可
奉
存
事
ニ

候
、
右
之
通
ニ
代
官
相
心
得
候
上
者
年
貢
少
も
容
赦
ハ
有
間
敷
候
間
、
兼
而
油
断
仕
間
敷
由
被
聞
候
ニ
付
庄
屋
共
尤
ニ
存
耕
作

精
入
申
候
由

（56）
一
走
り
参
候
百
姓
早
ク
有
付
候
様
ニ
伊
兵
衛
心
入
を
被
仕
候
由

（57）
一
発
明
成
出
家
ニ
儒
書
を
為
見
仏
書
を
為
捨
被
申
候
も
二
、
三
人
御
座
候
由

（58）
一
跡
々
ニ
引
合
御
年
貢
多
ク
納
メ
申
候
由

（59）
一
町
々
在
々
と
も
に
う
る
お
ひ
家
居
も
能
成
候
由
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（61）
一
島
中
之
人
数
男
女
共
ニ
六
年
以
前
引
合
、
五
千
六
百
多
く
罷
成
候
由

（62）
一
耕
作
ニ
精
を
入
冬
田
を
返
シ
申
候
由

（63）
一
路
銀
な
ど
も
御
座
候
と
相
見
へ
近
年
ハ
参
宮
を
仕
、
又
仏
事
も
分
限
相
応
ニ
仕
候
由

（66）
一
諸
職
人
も
今
程
者
冨
岡
ニ
御
座
候
者
大
形
の
儀
ニ
者
事
欠
不
申
候
、（
略
）

内
容
を
確
認
す
る
。
ま
ず
、
第
一
章
第
三
節
で
述
べ
た
農
具
取
引
は
（51）
に
記
さ
れ
て
い
る
。
（4）
に
は
重
辰
は
重
成
と
の
血
縁
関
係
を
理

由
に
代
官
職
を
引
き
受
け
た
こ
と
を
庄
屋
に
説
明
し
、
彼
ら
に
協
力
を
要
請
し
て
い
る
。
天
草
に
お
け
る
庄
屋
の
重
要
性
が
垣
間
見
え
、

島
内
の
政
治
体
制
の
一
端
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
条
文
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
続
く
形
で
（5）
で
は
庄
屋
に
統
治
理
念
を
語
っ
て
い
る
。

為
政
者
で
あ
る
代
官
重
辰
が
百
姓
を
「
大
切
」
に
す
る
と
明
言
し
て
お
り
、
彼
の
百
姓
に
対
す
る
態
度
が
表
れ
て
い
る
。
ま
た
、
（8）
で
は

百
姓
の
異
議
申
し
立
て
を
認
め
て
お
り
、
そ
の
統
治
姿
勢
は
民
本
主
義
的
と
さ
え
い
え
よ
う
。
彼
の
政
治
観
は
（55）
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、「
君
の
道
」
が
な
い
と
天
下
は
戦
争
状
態
に
な
る
と
し
て
、「
万
民
の
悪
心
無
之
様
ニ
」
政
治
を
行
う
「
君
」（
＝
幕
藩

領
主
）
の
統
治
と
、
そ
の
支
配
の
た
め
に
必
要
な
年
貢
の
納
入
を
正
当
化
し
、
百
姓
に
耕
作
を
専
念
さ
せ
る
よ
う
庄
屋
に
要
求
し
た
。
彼

の
要
求
は
実
を
結
ん
だ
よ
う
で
、
（54）
や
（62）
に
は
実
際
に
百
姓
が
耕
作
に
専
念
し
て
い
る
様
子
が
、
（58）
に
は
年
貢
の
納
入
量
が
増
加
し
た
こ

と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

前
述
の
よ
う
に
、
重
成
や
重
辰
は
医
療
政
策
に
着
手
し
て
い
た
が
、
そ
れ
と
同
内
容
の
こ
と
が
書
き
残
さ
れ
て
い
る
（
（11）
、
（23）
な
ど
）
68
（

）。

興
味
深
い
の
は
、
重
辰
が
医
者
を
天
草
に
留
め
さ
せ
た
理
由
で
あ
る
。
百
姓
の
風
邪
が
長
引
く
と
そ
れ
が
彼
ら
の
耕
作
の
妨
げ
に
な
り
、

「
不
便
」
と
な
る
か
ら
、
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
に
あ
た
り
、
百
姓
を
耕
作
に
従
事
さ
せ
た
い
と
い
う
重
辰
の
姿
勢
が
看
取
で
き
る
。
同

様
の
理
由
で
重
辰
は
様
々
な
方
法
で
百
姓
の
生
活
基
盤
を
整
備
し
て
い
っ
た
。
（27）
、
（28）
、
（29）
、
（32）
、
（36）
、
（56）
な
ど
は
そ
れ
に
関
連
し
た
政
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策
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
近
世
中
後
期
以
降
、
天
草
諸
島
は
耕
地
に
比
し
て
人
口
が
過
剰
に
な
り
、
田
畑
か
ら
の
収
穫
だ
け
で
は
そ
の
人

口
を
維
持
す
る
こ
と
は
困
難
に
な
っ
た
）
69
（

。
そ
の
兆
候
は
重
辰
の
時
代
に
も
見
ら
れ
始
め
た
よ
う
で
、
彼
の
時
代
に
も
そ
う
し
た
社
会
の
変

化
に
対
応
し
た
策
が
練
ら
れ
た
。
彼
が
穀
物
の
生
産
以
外
に
（26）
や
（31）
の
よ
う
な
商
品
作
物
の
栽
培
事
業
に
着
手
し
た
の
も
、
そ
の
例
で
あ

る
。
農
業
以
外
で
も
（30）
や
（35）
の
よ
う
に
塩
業
や
漁
業
の
分
野
に
出
資
し
て
お
り
、
重
辰
が
殖
産
興
業
政
策
に
積
極
的
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。鈴

木
三
公
に
よ
る
努
力
が
こ
の
頃
に
は
結
実
し
た
よ
う
で
、
（53）
、
（54）
、
（59）
、
（61）
、
（63）
に
は
島
内
の
町
や
村
の
生
活
が
豊
か
に
な
り
、
人

口
が
増
加
し
た
こ
と
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。
や
は
り
、
重
辰
の
時
代
に
天
草
の
完
全
な
復
興
が
達
成
さ
れ
た
よ
う
だ
。

天
草
の
人
口
の
増
加
と
そ
れ
に
伴
う
耕
地
面
積
の
不
足
は
、
や
が
て
多
様
な
産
業
を
創
出
す
る
こ
と
と
な
り
）
70
（

、
近
世
中
後
期
の
天
草
で

は
田
畑
の
耕
作
以
外
の
手
段
で
収
入
を
得
る
人
々
が
広
範
に
出
現
す
る
よ
う
に
な
っ
た
）
71
（

。
重
辰
の
時
代
に
お
い
て
も
す
で
に
そ
の
傾
向
は

確
認
さ
れ
て
お
り
、
（66）
に
は
富
岡
に
多
く
の
職
人
が
集
ま
っ
て
い
る
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。

第
三
節　

重
辰
の
教
化
政
策

鈴
木
正
三
に
せ
よ
中
華
珪
法
や
一
庭
融
頓
に
せ
よ
、
彼
ら
は
い
ず
れ
も
曹
洞
宗
の
僧
で
あ
っ
た
。
重
成
は
神
社
の
復
興
も
行
っ
て
い
る

が
、
教
化
政
策
は
仏
教
が
中
心
だ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
継
者
の
重
辰
は
仏
教
僧
の
代
わ
り
に
、
儒
学
者
で
神
道
に
も
通
じ
て
い
た
森

碩
哉
と
い
う
人
物
を
登
用
し
た
。
彼
に
関
す
る
史
料
は
限
定
的
で
判
然
と
し
な
い
部
分
も
多
い
が
、
重
辰
と
師
弟
関
係
に
あ
る
人
物
で
、

京
で
塾
を
開
い
て
い
た
。
そ
の
後
、
重
辰
が
代
官
と
な
っ
た
際
に
、
彼
に
随
行
す
る
形
で
天
草
富
岡
に
移
り
、
代
官
所
に
て
「
神
典
儒
学

の
講
義
」
を
行
っ
た
後
、
一
六
六
二
（
寛
文
二
）
年
に
栖
本
諏
訪
宮
社
（
現
・
栖
本
諏
訪
神
社
）
の
神
主
を
命
じ
ら
れ
た
と
い
う
）
72
（

。
ま

た
、
松
田
唯
雄
の
『
天
草
近
代
年
譜
』
に
は
、
森
碩
哉
に
関
し
て
以
下
の
よ
う
な
記
載
が
あ
っ
た
）
73
（

。
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明
暦
三　

丁
酉　

二
三
一
七

是
歳　

代
官
鈴
木
重
辰
、
侍
講
森
碩
哉
の
議
を
容
れ
、
在
町
と
も
神
棚
並
に
佛
壇
の
位
置
を
一
定
し
、
家
に
入
り
て
に
わ
よ
り
眼
透

し
の
個
所
、
例
へ
ば
通
り
の
間
に
神
棚
、
少
し
奥
ま
れ
る
次
の
間
に
佛
壇
を
、
い
づ
れ
も
に
わ
に
面
し
て
置
か
し
む
る
こ
と
ゝ
し
、

近
人
そ
の
家
に
入
ら
ば
先
づ
神
棚
佛
壇
に
向
ひ
禮
拜
、
然
る
後
家
人
へ
の
挨
拶
に
移
る
可
き
を
達
し
、
之
れ
を
各
人
に
勵
行
せ
し

む
。

一
六
五
七
（
明
暦
三
）
年
に
重
辰
が
彼
の
侍
講
で
あ
る
森
の
建
議
を
受
け
入
れ
、
天
草
郡
中
に
達
し
を
出
し
て
い
る
。
神
棚
並
び
に
仏
壇

の
位
置
を
一
定
に
し
、
家
に
入
っ
て
庭
（
こ
の
場
合
「
土
間
」
の
意
か
）
か
ら
見
え
る
場
所
（
例
え
ば
通
路
）
に
神
棚
を
、
少
し
奥
に
仏

壇
を
庭
に
面
し
た
形
で
置
き
、
近
所
の
者
が
家
に
入
る
際
に
は
、
ま
ず
神
棚
と
仏
壇
を
拝
ん
だ
後
に
そ
の
家
の
者
に
挨
拶
す
る
よ
う
に
さ

せ
た
と
す
る
。
仏
壇
と
並
ん
で
、
各
家
庭
に
お
け
る
神
棚
の
設
置
場
所
が
指
示
さ
れ
、
来
客
は
家
人
へ
の
挨
拶
よ
り
も
先
に
そ
れ
ら
へ
の

礼
拝
が
義
務
付
け
ら
れ
、
神
へ
の
崇
敬
を
仏
へ
の
そ
れ
と
同
等
（
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
）
に
位
置
付
け
た
と
い
え
よ
う
。
重
辰
と
儒
教
に

つ
い
て
は
、
前
述
の
【
史
料
五
】
の
（57）
に
も
記
述
が
あ
る
。「
聡
明
な
僧
侶
に
儒
学
書
を
読
ま
せ
て
仏
書
を
捨
て
さ
せ
た
者
も
二
、
三
人

あ
っ
た
」
と
あ
り
、
森
が
こ
の
政
策
に
関
与
し
た
か
は
不
明
だ
が
、
重
辰
の
儒
教
を
重
視
す
る
姿
勢
が
看
取
で
き
る
。

と
は
い
え
、
重
辰
は
仏
教
を
軽
視
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
重
成
が
進
め
た
寺
社
の
復
興
政
策
は
彼
の
代
に
も
続
い
て
お
り
、
一
六

五
九
（
万
治
二
）
年
に
は
東
明
寺
が
国
照
寺
の
末
寺
と
し
て
創
建
さ
れ
た
）
74
（

。
ま
た
、
重
辰
と
正
覚
寺
と
の
密
接
な
結
び
つ
き
も
史
料
上
か

ら
確
認
で
き
る
）
75
（

。

重
成
の
時
代
に
お
い
て
は
教
化
政
策
の
ベ
ー
ス
は
仏
教
で
、
神
道
が
そ
れ
に
付
随
す
る
と
い
う
状
況
だ
っ
た
。
し
か
し
、
重
辰
の
時
代

に
な
る
と
、（
少
な
く
と
も
史
料
上
に
は
こ
れ
ま
で
登
場
し
て
こ
な
か
っ
た
）
儒
教
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
仏
と
並
ん
で
神
へ
の
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崇
敬
を
義
務
づ
け
る
策
も
打
ち
出
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
か
ら
す
れ
ば
、
重
辰
時
代
の
教
化
政
策
は
先
代
の
そ
れ
よ
り
も
仏
教
的
色
彩
が
薄

く
、
仏
教
が
果
た
し
た
役
割
も
相
対
的
に
低
下
し
た
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
背
景
に
、
前
述
し
た
森
碩
哉
の
存
在
が
あ
る
こ
と
は
想
像
に
難

く
な
い
。
と
も
あ
れ
、
彼
の
時
代
の
天
草
は
神
・
儒
・
仏
の
三
教
が
入
り
混
じ
っ
て
い
た
。
た
だ
し
、
こ
の
三
教
は
相
互
に
対
立
す
る
も

の
で
は
な
く
、
併
存
・
融
合
し
、
支
え
合
う
関
係
に
あ
っ
た
。
こ
れ
は
近
世
前
期
の
日
本
に
お
い
て
は
一
般
的
な
傾
向
で
あ
り
）
76
（

、
重
辰
の

教
化
政
策
は
そ
れ
を
色
濃
く
反
映
し
た
、
同
時
代
性
の
強
い
も
の
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
鈴
木
三
公
時
代
の
天
草
復
興
政
策
に
つ
い
て
、
得
ら
れ
た
知
見
を
も
と
に
検
討
結
果
を
ま
と
め
た
い
。

通
説
の
再
検
討
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
以
下
の
結
論
を
得
た
。
重
成
が
天
草
の
復
興
に
果
た
し
た
役
割
は
大
き
く
、
従
来
か
ら
の
名

代
官
と
い
う
評
価
自
体
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
彼
が
代
官
に
着
任
す
る
以
前
に
復
興
政
策
の
路
線
は
概
ね
決
定
し
て
い

た
よ
う
で
、
山
崎
氏
の
時
代
か
ら
寺
社
の
復
興
な
ど
も
進
め
ら
れ
て
い
た
。
彼
の
裁
量
の
み
に
基
づ
い
て
天
草
の
復
興
事
業
が
遂
行
さ
れ

た
わ
け
で
は
な
く
、
幕
府
の
一
吏
僚
と
し
て
、
与
え
ら
れ
た
使
命
を
果
た
し
た
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
重
成
が
打
ち
出
し
た

政
策
の
多
く
が
彼
の
存
命
中
に
達
成
さ
れ
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
在
地
支
配
方
式
の
再
編
な
ど
が
重
成
の
代
で
達
成
さ
れ
ず
、
次
の

重
辰
の
代
ま
で
そ
の
貫
徹
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
な
ら
ば
、
彼
の
評
価
も
修
正
す
べ
き
で
あ
る
。
天
草
の
復
興
が
重
成
唯
一
人
に

よ
っ
て
で
は
な
く
、
重
成
と
重
辰
の
両
名
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
た
こ
と
は
、
従
来
の
理
解
と
さ
ほ
ど
の
相
違
は
な
い
と
は
い
え
、
重
辰
の

貢
献
度
が
相
対
的
に
大
き
く
な
る
。
な
お
、
重
成
の
治
績
の
う
ち
、
筆
者
が
新
た
に
着
目
し
た
山
口
村
諏
訪
宮
の
農
具
市
か
ら
は
、
重
成

が
宗
教
的
権
威
を
背
景
に
、
百
姓
を
耕
作
に
専
念
さ
せ
よ
う
と
す
る
様
子
が
確
認
さ
れ
、
農
政
と
宗
教
の
強
い
結
び
付
き
を
う
か
が
う
こ
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と
が
で
き
る
。

重
辰
に
つ
い
て
は
、
重
成
ほ
ど
注
目
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
の
、
通
説
で
は
万
治
検
地
を
実
施
し
、「
石
高
半
減
」
を
成
し
遂
げ
た

こ
と
で
知
ら
れ
て
い
た
。
だ
が
、
そ
の
検
地
の
実
態
は
、
天
草
郡
内
各
村
の
年
貢
負
担
の
不
均
衡
の
是
正
を
目
的
と
し
た
も
の
だ
っ
た
。

ま
た
、
重
成
が
存
命
中
に
達
成
で
き
な
か
っ
た
事
業
を
遂
行
し
た
と
さ
れ
る
点
か
ら
も
、
彼
の
功
績
は
よ
り
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
。
さ
ら
に
、
彼
は
教
化
政
策
に
お
い
て
は
、
重
成
と
異
な
る
動
き
を
見
せ
た
。
儒
学
者
で
神
道
に
も
通
じ
て
い
た
森
碩
哉
を
登
用
し
た

よ
う
に
、
重
成
ほ
ど
仏
教
を
重
視
せ
ず
、
儒
教
や
神
道
に
重
き
を
置
い
た
の
で
あ
る
。
経
済
政
策
で
も
、
重
辰
は
商
品
作
物
の
栽
培
や
塩

業
・
漁
業
へ
の
投
資
な
ど
、
殖
産
興
業
政
策
を
積
極
的
に
展
開
し
た
。
重
成
の
時
代
に
は
、
こ
の
種
の
政
策
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
殖

産
興
業
政
策
は
、
近
世
中
後
期
の
天
草
で
起
こ
っ
た
産
業
の
多
角
化
と
深
く
関
わ
る
問
題
で
、
重
辰
の
こ
の
政
策
は
そ
の
先
駆
と
見
做
す

こ
と
が
で
き
る
。

「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、
近
世
前
期
は
小
農
自
立
が
進
ん
だ
時
代
で
あ
る
。
自
立
し
た
小
百
姓
は
労
働
に
自
主
性
が
求
め
ら

れ
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、
新
田
開
発
が
進
ん
だ
時
代
で
も
あ
り
、
多
く
の
農
民
が
土
地
の
開
墾
を
進
め
て
い
っ
た
。
そ
う
し
た
経
済
的

な
変
化
に
呼
応
す
る
形
で
宗
教
や
政
治
の
分
野
で
も
変
化
が
起
こ
っ
た
と
さ
れ
る
。

鈴
木
正
三
は
「
職
分
仏
行
説
」
を
唱
え
、
各
々
の
家
職
に
専
念
す
る
こ
と
が
仏
道
修
行
と
同
等
の
意
味
を
持
つ
と
主
張
し
た
。
彼
の

「
職
分
仏
行
説
」
は
そ
う
し
た
小
百
姓
の
労
働
を
支
え
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
正
三
は
天
草
に
来
島
し
、
数
多
く
の
寺
社
復
興
に
携
わ

り
、
後
に
祭
神
と
し
て
祀
ら
れ
た
。
だ
が
、
現
地
の
百
姓
に
そ
の
教
説
を
唱
え
た
形
跡
は
確
認
し
得
な
い
。
天
草
で
の
活
動
で
彼
の
思
想

が
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
作
用
し
た
か
は
謎
の
ま
ま
で
あ
る
。

一
方
、
鈴
木
重
辰
は
百
姓
の
生
活
基
盤
の
整
備
を
行
い
、
勧
農
政
策
を
推
し
進
め
た
。
小
農
自
立
が
進
む
中
で
百
姓
が
自
主
的
な
耕
作

が
で
き
る
よ
う
に
、
彼
ら
の
生
活
を
細
部
ま
で
規
定
し
、
彼
ら
の
規
律
化
を
促
し
た
こ
と
も
二
つ
の
「
鈴
木
伊
兵
衛
条
令
」
の
分
析
に
よ
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り
判
明
し
た
。
こ
の
二
種
の
文
書
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
重
辰
の
政
策
は
、「
き
め
細
や
か
な
農
民
支
配
」
を
指
向
し
た
当
時
の
幕
府
に

よ
る
農
民
統
制
の
動
向
）
77
（

と
連
動
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
当
時
の
幕
府
は
、
寛
永
の
飢
饉
や
島
原
・
天
草
一
揆
を
経
て
、
農
政
の
危
機
に
直

面
し
て
い
た
。
幕
府
に
と
っ
て
小
百
姓
経
営
の
安
定
と
農
業
生
産
の
増
進
は
重
要
な
課
題
で
あ
り
、
そ
の
解
決
の
た
め
に
領
主
は
新
田
開

発
を
推
し
進
め
る
だ
け
で
な
く
、
生
産
性
を
増
進
す
る
た
め
の
政
策
を
展
開
し
た
。
農
業
法
が
多
く
制
定
さ
れ
る
の
も
こ
の
頃
で
あ
り
、

支
配
者
側
に
お
い
て
も
、
被
支
配
者
側
に
お
い
て
も
、
生
産
性
の
拡
大
に
対
す
る
関
心
が
高
か
っ
た
）
78
（

。
こ
の
「
鈴
木
伊
兵
衛
条
令
」
に
記

さ
れ
た
重
辰
の
政
策
（
殖
産
興
業
政
策
を
含
む
）
も
、
そ
う
し
た
同
時
代
の
社
会
状
況
を
反
映
し
た
も
の
で
、
近
世
前
期
の
幕
府
権
力
に

よ
る
農
民
統
制
の
典
型
例
で
も
あ
っ
た
。

重
成
に
よ
る
農
具
市
実
施
な
ど
も
含
め
、
天
草
で
は
鈴
木
代
官
が
主
導
と
な
っ
て
農
業
の
生
産
性
の
拡
大
が
目
指
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、

元
来
天
草
は
開
発
可
能
な
耕
地
が
少
な
く
、
他
の
地
域
よ
り
も
厳
し
い
条
件
下
に
置
か
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
前
述
の
通
り
重
成
・
重

辰
ら
が
勧
農
政
策
を
展
開
し
、
百
姓
が
自
主
的
に
田
畑
を
耕
作
し
、
主
要
穀
物
の
生
産
に
専
念
で
き
る
よ
う
促
し
た
も
の
の
、
そ
れ
だ
け

で
は
限
界
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。
そ
の
結
果
、
近
世
中
後
期
以
降
の
天
草
で
は
、
そ
れ
ら
の
栽
培
に
依
存
し
な
い
経
済
が
形
成
さ
れ
、
産
業

の
多
角
化
が
進
展
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
傾
向
は
重
辰
の
時
代
に
既
に
萌
芽
が
見
ら
れ
、
意
図
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
彼
の
殖
産
興

業
政
策
は
そ
れ
を
後
押
し
す
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
筆
者
は
、
天
草
の
産
業
多
角
化
と
い
う
地
域
的
特
色
を
、
農
業
の
生
産
性
拡
大

と
並
ぶ
耕
地
不
足
を
打
開
す
る
動
き
の
一
形
態
だ
と
捉
え
て
い
る
。

以
上
が
鈴
木
三
公
の
天
草
復
興
政
策
を
題
材
に
、
近
世
前
期
の
政
治
・
経
済
・
宗
教
の
連
関
の
考
察
を
試
み
た
本
稿
の
結
論
で
あ
る
。

鈴
木
三
公
ら
に
よ
る
一
連
の
天
草
復
興
政
策
は
、
荒
廃
し
た
天
草
を
再
び
百
姓
経
営
が
成
り
立
つ
村
落
に
す
る
た
め
に
行
わ
れ
、
そ
の
目

標
を
実
現
す
る
た
め
に
、
彼
ら
は
多
様
な
政
策
を
展
開
し
た
。
そ
う
し
た
政
策
は
同
時
代
の
政
治
史
・
経
済
史
・
宗
教
史
の
潮
流
に
合

致
し
、
連
動
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
独
立
し
た
動
き
で
は
な
く
相
互
に
影
響
し
合
う
も
の
だ
っ
た
と
い
え
る
。
な
お
、「
職
分
仏
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行
説
」
の
同
時
代
性
や
当
時
の
農
業
法
・
農
民
教
諭
書
・
農
書
、
鈴
木
三
公
の
神
格
化
を
は
じ
め
と
す
る
、
そ
の
後
の
天
草
の
展
開
な
ど

に
つ
い
て
も
言
及
す
べ
き
だ
っ
た
が
、
紙
幅
の
都
合
上
、
そ
れ
は
叶
わ
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
事
柄
に
関
し
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た

い
。
筆
者
の
研
究
は
速
水
融
氏
が
提
唱
し
た
「
勤
勉
革
命
」
論
に
原
点
が
あ
る
。
そ
れ
と
の
関
連
性
な
ど
に
つ
い
て
も
、
探
究
を
深
め
て

い
き
た
い
。

﹇
註
﹈

（
1
） 

重
成
に
と
っ
て
正
三
は
実
兄
に
あ
た
り
、
重
辰
は
正
三
の
実
子
で
あ
り
、
か
つ
重
成
の
養
子
で
あ
る
。

（
2
） 

村
上
直「
肥
後
国
天
草
に
お
け
る
天
領
の
成
立
過
程
―
代
官
鈴
木
重
成
・
重
辰
を
中
心
に
―
」『
駒
沢
女
子
短
期
大
学
研
究
紀
要
』三
、
駒
沢
女
子

短
期
大
学
、
一
九
六
九
年
。
同「
天
草
に
お
け
る
幕
領
の
成
立
と
代
官
支
配
―
鈴
木
重
成
・
重
辰
を
中
心
に
―
」森
克
己
博
士
古
稀
記
念
会
編『
対

外
関
係
と
政
治
文
化
』（『
史
学
論
集
』三
）吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
四
年
。

（
3
） 

中
村
元『
近
世
日
本
の
批
判
的
精
神
』（『
中
村
元
選
集
』第
七
巻
）春
秋
社
、
一
九
六
五
年
。

（
4
） 

倉
地
克
直『
近
世
の
民
衆
と
支
配
思
想
』柏
書
房
、
一
九
九
六
年
。

（
5
） 

三
浦
雅
彦『
鈴
木
正
三
研
究
序
説
』（
比
較
社
会
文
化
叢
書
二
九
）花
書
院
、
二
〇
一
三
年
。

（
6
） 

田
口
孝
雄
ほ
か
編『
天
草
代
官
鈴
木
重
成
鈴
木
重
辰
関
係
史
料
集
』鈴
木
神
社
社
務
所
、
二
〇
〇
三
年
、
一
一
九
頁
。

（
7
） 

鹿
児
島
県
維
新
史
料
編
さ
ん
所
編『
鹿
児
島
県
史
料 

旧
記
雑
録
追
録
』（
第
一
巻
）鹿
児
島
県
、
一
九
七
一
年
、
四
三
頁
。

（
8
） 『
天
草
代
官
鈴
木
重
成
鈴
木
重
辰
関
係
史
料
集
』、
一
一
六
―
一
一
七
頁
。

（
9
） 

大
江
八
幡
宮
社
家
木
下
文
書「
天
草
郡
年
事
録
」（
有
明
町
史
編
纂
室
編『
有
明
町
史
』有
明
町
、
二
〇
〇
〇
年
、
四
一
六
頁
）。

（
10
） 『
天
草
代
官
鈴
木
重
成
鈴
木
重
辰
関
係
史
料
集
』、
一
一
七
頁
。

（
11
） 

鶴
田
倉
造（
上
天
草
市
史
編
纂
委
員
会
編
）『
天
草
島
原
の
乱
と
そ
の
前
後
』（『
上
天
草
市
史
大
矢
野
町
編
』三 

近
世
）熊
本
県
上
天
草
市
、
二
〇
〇

五
年
、
二
二
一
頁
。
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（
12
） 『
天
草
島
原
の
乱
と
そ
の
前
後
』、
二
二
八
頁
。『
有
明
町
史
』、
四
一
五
頁
。

（
13
） 『
有
明
町
史
』、
四
二
二
頁
。
五
和
町
史
編
纂
委
員
会『
五
和
町
史
』五
和
町
、
二
〇
〇
二
年
、
五
二
六
頁
。

（
14
） 『
有
明
町
史
』、
四
一
六
頁
。

（
15
） 『
天
草
島
原
一
揆
後
を
治
め
た
代
官
鈴
木
重
成
』、
一
二
二
―
一
二
三
頁
。

（
16
） 『
有
明
町
史
』、
四
二
五
頁
。
青
木
祐
一「
い
わ
ゆ
る「
石
高
半
減
」と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
」鈴
木
重
成
公
没
後
三
五
○
年
記
念
事
業
実
行
委

員
会
編『
鈴
木
重
成
と
そ
の
周
辺 

天
草
を
救
っ
た
代
官
―
鈴
木
重
成
公
没
後
三
五
○
年
記
念
事
業
特
別
展
』鈴
木
重
成
公
没
後
三
五
○
年
記
念
事

業
実
行
委
員
会
、
二
〇
〇
三
年
、
一
三
一
―
一
三
二
頁
。

（
17
） 『
天
草
代
官
鈴
木
重
成
鈴
木
重
辰
関
係
史
料
集
』、
一
二
五
頁
。

（
18
） 『
天
草
島
原
の
乱
と
そ
の
前
後
』、
二
三
五
頁
。

（
19
） 『
五
和
町
史
』、
五
三
八
頁
。

（
20
） 『
天
草
島
原
の
乱
と
そ
の
前
後
』、
二
三
七
―
二
四
〇
頁
。『
有
明
町
史
』、
四
二
四
頁
。
栖
本
町
誌
編
纂
委
員
会『
栖
本
町
誌
』栖
本
町
、
二
〇
〇
六

年
、
三
〇
八
頁
。

（
21
） 

栖
本
町
誌
編
纂
委
員
会『
栖
本
町
誌
』栖
本
町
、
二
〇
〇
六
年
、
三
〇
七
頁
。

（
22
） 

鬼
頭
宏「〔
調
査
〕明
治
以
前
日
本
の
地
域
人
口
」『
上
智
經
濟
論
集
』四
一（
一
・
二
）、
上
智
大
学
経
済
学
会
、
一
九
九
六
年
、
七
五
―
七
七
頁
。

（
23
） 

志
村
洋「
一
八
世
紀
半
ば
の
幕
領
大
庄
屋
―
天
草
大
庄
屋
の
実
態
的
検
討
―
」渡
辺
尚
志
編『
近
世
地
域
社
会
論
―
幕
領
天
草
の
大
庄
屋
・
地
役
人

と
百
姓
相
続
―
』岩
田
書
院
、
一
九
九
〇
年
、
五
九
―
六
〇
、
八
一
頁
。

（
24
） 『
天
草
代
官
鈴
木
重
成
鈴
木
重
辰
関
係
史
料
集
』、
一
七
三
―
一
八
七
頁
。『
五
和
町
史
』、
五
四
一
頁
。

（
25
） 『
天
草
島
原
の
乱
と
そ
の
前
後
』、
二
二
九
頁
。

（
26
） 

松
田
唯
雄『
天
草
近
代
年
譜
』国
書
刊
行
会
、
一
九
七
三
年
、
八
四
頁
。『
有
明
町
史
』、
四
四
六
頁
。

（
27
） 『
天
草
代
官
鈴
木
重
成
鈴
木
重
辰
関
係
史
料
集
』、
二
二
八
頁
。

（
28
） 

天
草
郡
教
育
会
編『
天
草
郡
史
料
』第
壹
輯
、
天
草
郡
教
育
会
、
一
九
一
三
年
、
八
五
頁
。

（
29
） 『
有
明
町
史
』、
四
四
七
―
四
四
八
頁
。
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（
30
） 『
天
草
代
官
鈴
木
重
成
鈴
木
重
辰
関
係
史
料
集
』、
二
六
七
頁
。

（
31
） 

同
、
二
六
九
頁
。

（
32
） 
同
、
二
六
九
頁
。

（
33
） 『
有
明
町
史
』、
四
二
〇
頁
。

（
34
） 『
鈴
木
正
三
研
究
序
説
』、
一
五
七
頁
。

（
35
） 『
有
明
町
史
』、
四
三
三
頁
。
苓
北
町
史
編
さ
ん
委
員
会
編『
苓
北
町
史
』苓
北
町
、
一
九
八
四
年
、
三
三
六
頁
。

（
36
） 『
鈴
木
正
三
研
究
序
説
』、
一
五
九
頁
。
た
だ
し
、
本
稿
の
表
記
に
則
り
、
西
暦
と
和
暦
の
順
序
を
入
れ
替
え
、
縦
書
き
か
ら
横
書
き
へ
と
改
め

た
。
氏
は
円
性
寺
蔵『
円
性
寺
由
緒
並
寺
格
覚
』、
曹
洞
宗
宗
務
庁
作
成
の『
寺
籍
財
産
明
細
帳
』、
遍
照
院
蔵『
本
末
御
証
文
写
並
御
建
立
由
緒

書
』、
国
照
寺
蔵『
萬
松
山
劫
記
簿
』を
一
次
史
料
と
し
て
利
用
し
て
い
る
。
ま
た
、
寿
覚
院
に
つ
い
て
は
創
建
を
一
六
三
八（
寛
永
一
五
）年
あ
る

い
は
一
六
四
二（
同
一
九
）年
、
開
山
を
応
誉
、
開
基
を
鈴
木
重
成
あ
る
い
は
正
三
と
す
る
説
も
あ
る（『
天
草
代
官
鈴
木
重
成
鈴
木
重
辰
関
係
史

料
集
』、
一
四
〇
頁
。『
鈴
木
重
成
と
そ
の
周
辺 

天
草
を
救
っ
た
代
官
―
鈴
木
重
成
公
没
後
三
五
○
年
記
念
事
業
特
別
展
』、
七
五
頁
。）。
筆
者
が

確
認
の
た
め
、
二
〇
二
一（
令
和
三
）年
八
月
一
八
日
に
寿
覚
院
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
創
建
は
一
六
四
二（
寛
永
一
九
）年
、

開
山
は
光
誉
、
開
基
は
山
崎
家
治
と
の
返
答
が
あ
っ
た
。
山
崎
氏
の
所
領
と
な
っ
た
成
羽
や
丸
亀
に
は
山
崎
家
の
菩
提
寺
で
あ
る
同
名
の
寺
院
が

あ
る
た
め
、
家
治
の
治
世
に
家
治
に
よ
っ
て
創
建
さ
れ
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
三
浦
氏
は「
将
軍
等
の
位
牌
」を「
不
明
」と
し
て
い
る

が
、
現
在
で
も
初
代
家
康
か
ら
八
代
吉
宗
ま
で
の
位
牌
を
安
置
し
て
い
る
と
い
う
。

（
37
） 『
鈴
木
重
成
と
そ
の
周
辺 

天
草
を
救
っ
た
代
官
―
鈴
木
重
成
公
没
後
三
五
○
年
記
念
事
業
特
別
展
』、
七
五
、
七
六
、
八
〇
頁
。

（
38
） 『
天
草
島
原
の
乱
と
そ
の
前
後
』、
二
二
一
頁
。

（
39
） 

奥
本
武
裕「
天
草
に
お
け
る
排
耶
と
幕
領
支
配
―
鈴
木
正
三
を
中
心
に
し
て
―
」『
仏
教
史
研
究
』二
一
、
龍
谷
大
学
、
一
九
八
五
年
、
一
九
頁
。『
苓

北
町
史
』、
三
三
五
頁
。

（
40
） 『
鈴
木
正
三
研
究
序
説
』、
一
五
五
―
一
五
八
頁
。

（
41
） 

鈴
木
鉄
心
編『
鈴
木
正
三
道
人
全
集
』（
第
五
版
）山
喜
房
仏
書
林
、
一
九
七
五
年
、
六
八
―
六
九
頁
。

（
42
） 

三
浦
雅
彦「『
万
民
徳
用
』と
鈴
木
正
三
―
鈴
木
鉄
心
編『
鈴
木
正
三
道
人
全
集
』の
再
検
討
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
仏
教
文
学
』三
三
、
仏
教
文
学
会
、
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二
〇
〇
九
年
、
一
〇
二
―
一
〇
三
頁
。

（
43
） 『
天
草
代
官
鈴
木
重
成
鈴
木
重
辰
関
係
史
料
集
』、
一
五
五
頁
。

（
44
） 「
天
草
に
お
け
る
排
耶
と
幕
領
支
配
―
鈴
木
正
三
を
中
心
に
し
て
―
」、
二
三
頁
。

（
45
） 『
有
明
町
史
』、
四
三
四
頁
。

（
46
） 「
肥
後
国
天
草
に
お
け
る
天
領
の
成
立
過
程
―
代
官
鈴
木
重
成
・
重
辰
を
中
心
に
―
」、
三
三
頁
。

（
47
） 「
天
草
に
お
け
る
幕
領
の
成
立
と
代
官
支
配
―
鈴
木
重
成
・
重
辰
を
中
心
に
―
」、
二
四
頁
。

（
48
） 『
有
明
町
史
』、
四
三
三
―
四
三
四
頁
。

（
49
） 『
近
世
の
民
衆
と
支
配
思
想
』、
九
五
頁
。

（
50
） 

同
、
一
一
七
頁
。

（
51
） 『
鈴
木
重
成
と
そ
の
周
辺  

天
草
を
救
っ
た
代
官

－
鈴
木
重
成
公
没
後
、
三
五
〇
年
記
念
事
業
特
別
展
』、
七
六

－

七
七
頁
。
本
渡
市
誌
編
さ
ん
委

員
会
編『
本
渡
市
五
十
年
誌
』本
渡
市
、
二
〇
〇
五
年
、
九
七
四

－

九
七
五
頁
。

（
52
） 『
天
草
近
代
年
譜
』、
三
六
四
頁
。

（
53
） 

本
渡
市
教
育
委
員
会『
天
領
天
草
大
庄
屋
木
山
家
文
書 

御
用
触
写
帳
』六
、
本
渡
市
教
育
委
員
会
、
二
〇
〇
一
年
、
四
二
七
頁
。

（
54
） 

同『
天
領
天
草
大
庄
屋
木
山
家
文
書 
御
用
触
写
帳
』三
、
本
渡
市
教
育
委
員
会
、
一
九
九
八
年
、
二
一
八
―
二
一
九
、
二
二
一
頁
。

（
55
） 

青
木
祐
一「
史
料
紹
介 

二
つ
の「
伊
兵
衛
条
令
」に
み
る
代
官
鈴
木
重
辰
―
高
浜
上
田
家
文
書「
村
取
極
御
触
」と
東
京
大
学
史
料
編
纂
所「
鈴
木

伊
兵
衛
条
令
」―
」『
鈴
木
重
成
と
そ
の
周
辺 
天
草
を
救
っ
た
代
官
―
鈴
木
重
成
公
没
後
三
五
○
年
記
念
事
業
特
別
展
』、
一
二
二
頁
。
こ
の
史
料

（「
鈴
木
伊
兵
衛
条
令
」）に
つ
い
て
は
第
二
章
第
二
節
で
詳
述
す
る
。

（
56
） 

重
成
は
一
六
四
三（
寛
永
二
〇
）年
に
町
山
口
村
諏
訪
宮
を
再
建
し
て
い
る
。
註
三
七
参
照
。

（
57
） 

佐
々
木
潤
之
介『
大
名
と
百
姓
』（
日
本
の
歴
史
一
五
）中
央
公
論
社
、
一
九
六
六
年
、
二
三
三
―
二
三
四
頁
。
深
谷
克
己
、
松
本
四
郎
編『
幕
藩
制

社
会
の
構
造
』（
講
座
日
本
近
世
史 

三
）有
斐
閣
、
一
九
八
〇
年
、
六
〇
頁
。
山
本
博
文（
日
本
歴
史
学
会
編
）『
寛
永
時
代
』（
日
本
歴
史
叢
書 

三

九
）吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
九
年
、
一
九
七
―
二
〇
二
頁
。

（
58
） 『
鈴
木
正
三
道
人
全
集
』、
四
六
頁
。
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（
59
） 『
有
明
町
史
』、
四
五
四
頁
。

（
60
） 

同
、
四
六
〇
頁
。

（
61
） 「
い
わ
ゆ
る「
石
高
半
減
」と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
」、
一
二
九
―
一
三
二
頁
。

（
62
） 『
五
和
町
史
』、
五
四
四
頁
。「
い
わ
ゆ
る「
石
高
半
減
」と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
」、
一
三
二
頁
。

（
63
） 『
天
草
代
官
鈴
木
重
成
鈴
木
重
辰
関
係
史
料
集
』、
三
〇
三
頁
。『
栖
本
町
誌
』、
二
三
三
頁
。

（
64
） 『
有
明
町
史
』、
四
六
五
頁
。

（
65
） 『
天
草
代
官
鈴
木
重
成
鈴
木
重
辰
関
係
史
料
集
』、
二
七
四
頁
。

（
66
） 「
史
料
紹
介 

二
つ
の「
伊
兵
衛
条
令
」に
み
る
代
官
鈴
木
重
辰
―
高
浜
上
田
家
文
書「
村
取
極
御
触
」と
東
京
大
学
史
料
編
纂
所「
鈴
木
伊
兵
衛
条
令
」

―
」『
鈴
木
重
成
と
そ
の
周
辺 

天
草
を
救
っ
た
代
官
―
鈴
木
重
成
公
没
後
三
五
○
年
記
念
事
業
特
別
展
』、
一
一
七
―
一
一
八
頁
。
カ
ッ
コ
内
の
数

字
は
各
箇
条
に
筆
者
が
付
与
し
た
番
号
で
あ
る
。

（
67
） 

同
、
一
一
九
―
一
二
三
頁
。
カ
ッ
コ
内
の
数
字
は
註
六
六
と
同
様
で
あ
る
。

（
68
） 

省
略
し
た
が
、
医
療
政
策
に
つ
い
て
は（
12
）、（
13
）、（
20
）、（
21
）、（
22
）な
ど
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。

（
69
） 

志
村
洋
、
渡
辺
尚
志「
序
章
」『
近
世
地
域
社
会
論
―
幕
領
天
草
の
大
庄
屋
・
地
役
人
と
百
姓
相
続
―
』、
四
五
頁
。

（
70
） 

荒
武
賢
一
朗「
天
草
諸
島
の
人
口
増
大
と
産
業
の
育
成
」同
編『
近
世
日
本
の
貧
困
と
医
療
』（
東
北
ア
ジ
ア
の
社
会
と
環
境
）古
今
書
院
、
二
〇
一

九
年
、
四
五
頁
。

（
71
） 

平
野
哲
也「
寛
政
八
年
百
姓
相
続
方
仕
法
と
村
社
会
―
質
地
請
戻
を
め
ぐ
る
幕
府
法
と
在
地
慣
行
―
」『
近
世
地
域
社
会
論
―
幕
領
天
草
の
大
庄

屋
・
地
役
人
と
百
姓
相
続
―
』、
二
五
六
―
二
五
七
頁
。

（
72
） 『
天
草
代
官
鈴
木
重
成
鈴
木
重
辰
関
係
史
料
集
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。
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一
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係
史
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同
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三
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、
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一
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年
、
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―
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頁
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頁
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院
修
士
課
程
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了
）
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SUMMARY

Amakusa Reconstruction Policy of Suzuki Sanko

Tomoki Nakamura

The subjects of this study  are the three people responsible for rebuilding 
Amakusa a�er it was turned into a ruin by Shimabara and Amakusa Ikki（島原・
天草一揆）. Suzuki Shigenari（鈴木重成）, Suzuki Shigetoki（鈴木重辰）, and Su-
zuki Shosan（鈴木正三）, were collectively known as “Suzuki Sanko（鈴木三公）.” 
Shigenari became the �rst local governor of Amakusa a�er it was annexed by the 
shogunate. Shigetoki was his adopted child and eventually succeeded him. Shosan 
was their relative, in charge of the reconstruction policy of temples and shrines, 
and as a Soto sect monk, he oversaw Buddhist indoctrination in Amakusa. 

�ey lived in the mid-17th century, an era during which agricultural pro-
duction increased and small-scale peasants gained independence as a result of 
the development of new rice �elds. Small-scale peasants became the foundation 
of society in rural areas. However, the famine of Kanei （寛永の飢饉） and the 
rebellion of Shimabara and Amakusa also occurred at the same time, making it a 
period of social upheaval. In addition, as the as time passed, the need to improve 
agricultural productivity increased. The lords of the shogunate and domain 
system at the time developed governance in response to these changes in social 
structure, and were forced to treat the ruled people di�erently. �ey attempted 
to confront the crisis by controlling the people to maintain status quo in society. 
The religious community at that time was also forced to respond in a similar 
manner. �ere was a need for an idealism that accepted an identity-based soci-
ety and supported farming by independent peasants.

In this study, I reexamined the traditional narrative and developed my own 
interpretation by analyzing Sanko’s Amakusa reconstruction policy. �is view-
point has not been previously adopted in the literature.  Shigetoki’s achievement, 
I discovered, was greater than is acknowledged in the conventional narrative. 
Analysis from a national perspective revealed that Sanko’s series of policies 
re�ected era trends in the political, economic, and religious �elds. It was also 
found that these were not independent movements, but rather in�uenced each 
other and were mutually linked. Good examples are Shigenari’s use of religious 
authority to introduce a farming tool market, and Shigetoki’s plan to foster 
Amakusa’s industry by enacting ordinances and controlling peasants. Such con-
clusions drawn in this study represent perspectives not previously seen in stud-
ies of local history.
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